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平
成
１７
年
第
２
回
定
例
会
が
６

月
６
日
に
開
会
さ
れ
、
榎
信
晴
市

長
が
市
政
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

（
抜
粋
） 

   

平
成
１７
年
度
も
す
で
に
２
か
月

余
り
が
経
過
い
た
し
ま
し
た
が
、

先
の
３
月
議
会
に
お
き
ま
し
て
、

ご
議
決
い
た
だ
き
ま
し
た
予
算
に

基
づ
き
諸
事
業
を
精
力
的
に
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
そ
れ
で
は
、
４
月
か
ら
今
日
ま

で
の
市
政
の
概
要
に
つ
い
て
ご
報

告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 　
平
成

16
年
度
の
決
算 

   

ま
ず
、
平
成
１６
年
度
の
決
算
状

況
に
つ
き
ま
し
て
は
、
一
般
会
計

お
よ
び
国
民
健
康
保
険
ほ
か
５
特

別
会
計
に
お
い
て
、
お
の
お
の
剰

余
金
を
も
ち
ま
し
て
決
算
が
で
き

る
見
込
み
で
あ
り
ま
す
。 

　
さ
ら
に
、
企
業
会
計
の
う
ち
、

国
民
宿
舎
事
業
会
計
に
つ
き
ま
し

て
は
収
益
的
収
支
で
不
足
が
生
じ

ま
し
た
が
、
水
道
事
業
会
計
に
お

き
ま
し
て
は
純
利
益
を
計
上
し
、

そ
れ
ぞ
れ
３
月
末
日
を
も
っ
て
す

で
に
決
算
を
終
え
て
お
り
ま
す
。 

  

次
に
、
諸
事
業
の
取
り
組
み
に

つ
い
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

 　
市

町

村

合

併

 

 

　
ま
ず
、
本
年
３
月
議
会
で
主
要

施
策
の
取
り
組
み
の
な
か
で
も
最

重
要
課
題
と
し
て
ご
報
告
申
し
上

げ
ま
し
た
「
市
町
村
合
併
」
に
つ

き
ま
し
て
は
、
合
併
期
日
ま
で
、

い
よ
い
よ
４
か
月
を
切
っ
た
わ
け

で
す
が
、
西
吉
野
支
所
並
び
に
大

塔
支
所
に
お
け
る
業
務
内
容
の
調

整
が
整
い
、
支
所
設
置
条
例
を
は

じ
め
、
合
併
関
連
の
条
例
制
定
お

よ
び
改
廃
な
ど
、
６６
議
案
を
今
議

会
で
ご
審
議
い
た
だ
く
運
び
と
な

り
ま
し
た
。 

　
そ
の
他
の
細
部
に
わ
た
る
事
務

事
業
の
調
整
に
つ
き
ま
し
て
も
、

現
在
、
一
市
二
村
の
職
員
が
連
携

し
鋭
意
進
め
て
お
り
、
合
併
時
に

は
市
民
サ
ー
ビ
ス
の
低
下
や
混
乱

の
招
く
こ
と
の
な
い
よ
う
努
力
し

て
参
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
合
併
記
念
式
典
等
に
つ

き
ま
し
て
も
、
合
併
当
日
の
９
月

２５
日
に
予
定
し
て
お
り
ま
す
が
、

そ
の
内
容
に
つ
い
て
検
討
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

  

 　
情
報
化
の
推
進

 

 

　
次
に
、
「
情
報
化
の
推
進
」
に

対
す
る
取
り
組
み
に
つ
い
て
ご
報

告
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
近
年
、
情
報
化
が
急
速
に
進
展

す
る
な
か
、
本
市
に
お
き
ま
し
て

も
、
「
地
域
イ
ン
ト
ラ
ネ
ッ
ト
基

盤
施
設
整
備
事
業
」
の
補
助
金
を

受
け
る
た
め
、
総
務
省
に
対
し
要

望
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
こ
の
た

び
採
択
の
内
示
が
あ
り
ま
し
た
。 

　
こ
の
事
業
は
、
新
生
五
條
市
内

の
学
校
、
公
民
館
お
よ
び
市
庁
舎

等
の
公
共
施
設
４１
か
所
を
高
速
通

信
網
で
あ
る
光
フ
ァ
イ
バ
ー
を
利

用
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
整
備
を

行
う
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
技
術
を
活
用
し
て
、
市
民
に
行

政
情
報
や
災
害
情
報
の
提
供
、
学

校
間
の
交
流
な
ど
に
活
用
す
る
も

の
で
、
平
成
１８
年
２
月
末
の
完
成

を
目
指
し
取
り
組
ん
で
参
る
所
存

で
あ
り
ま
す
。 

 　
道
路
整
備
事
業

 

 

　
次
に
、
「
ま
ち
の
活
性
化
」
の

取
り
組
み
の
う
ち
、
「
道
路
整
備

事
業
」
に
つ
い
て
ご
報
告
申
し
上 
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も
に
、
緊
急
自
動
車
等
の
進
入
路

が
整
備
さ
れ
、
地
域
の
安
全
が
確

保
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
今
後
に
お
き
ま
し
て
は
、
吉
野

川
の
「
（
通
称
）
天
神
浦
」
に
お

い
て
出
水
に
よ
り
河
岸
洗
堀
が
生

じ
た
箇
所
を
根
詰
め
ブ
ロ
ッ
ク
に

よ
り
保
護
を
行
う
「
五
條
地
区
河

岸
補
強
工
事
」
が
実
施
さ
れ
、
本

年
７
月
完
成
予
定
で
あ
り
ま
す
。 

　
こ
れ
に
よ
り
、
出
水
期
を
控
え
、

水
害
等
が
防
止
さ
れ
る
も
の
と
期

待
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 　
公
園
整
備
事
業

 

　
次
に
、
地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

お
よ
び
災
害
時
の
防
災
活
動
の
拠

点
と
し
て
進
め
て
お
り
ま
す
「
公

園
整
備
事
業
」
の
取
り
組
み
の
う

ち
、
五
條
中
央
公
園
に
つ
き
ま
し

て
は
、
市
道
五
條
吉
野
線
の
付
け

替
え
工
事
と
並
行
し
て
、
多
目
的

グ
ラ
ウ
ン
ド
の
早
期
供
用
に
向
け

北
側
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、

ト
イ
レ
の
新
築
工
事
に
着
手
し
た

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
牧
野
南
近
隣
公
園
に
つ

き
ま
し
て
も
、
実
施
設
計
が
完
了

し
、
入
札
等
発
注
の
準
備
を
進
め

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

し
た
「
ま
ち
や
館
」
が
完
成
し
、

去
る
４
月
２８
日
に
竣
工
式
を
挙
行

い
た
し
ま
し
た
。 

　
こ
の
施
設
は
、
江
戸
時
代
の
「
か

ま
ど
」
や
「
箱
階
段
」
な
ど
を
再

現
し
た
建
物
そ
の
も
の
を
展
示
す

る
ほ
か
、
木
村
篤
太
郎
氏
の
関
連

資
料
な
ど
も
展
示
し
、
５
月
か
ら

一
般
公
開
し
て
お
り
ま
す
。 

　
今
後
に
お
き
ま
し
て
も
他
の
施

設
と
連
携
し
つ
つ
、
本
市
の
観
光

拠
点
と
し
て
の
機
能
強
化
を
図
っ

て
参
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 　
吉
野
川
の
活
性
化

 

　
次
に
、
吉
野
川
の
活
性
化
の
取

り
組
み
の
う
ち
、
吉
野
川
水
辺
空

間
整
備
基
本
計
画
に
基
づ
く
「
水

辺
の
楽
校
環
境
整
備
事
業
」
に
つ

き
ま
し
て
は
、
大
川
橋
下
流
新
町

側
の
整
備
を
行
っ
て
お
り
、
現
在
、

堤
防
敷
に
設
置
し
て
い
る
管
理
用

階
段
等
の
改
修
整
備
お
よ
び
張
芝

を
施
工
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。 

　
ま
た
、
国
の
事
業
と
し
て
施
工

し
て
お
り
ま
し
た
「
親
水
護
岸
工

事
等
景
観
形
成
事
業
」
が
完
成
し
、

こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
周
辺
の
治

水
、
景
観
保
持
が
図
ら
れ
る
と
と 

行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
引
き
続
き
国
道
２４
号
の
拡

幅
事
業
が
早
期
に
完
成
す
る
よ
う
、

国
に
要
望
し
て
参
る
所
存
で
あ
り

ま
す
。 

　
一
方
、
市
の
幹
線
道
路
に
つ
き

ま
し
て
は
、
牧
野
Ａ
南
地
区
の
住

宅
開
発
に
伴
う
市
道
五
條
北
部
幹

線
は
、
平
成
１７
年
度
末
の
完
成
を

目
指
し
鋭
意
取
り
組
ん
で
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
大
川
橋
北
詰
お
よ
び
本

陣
交
差
点
の
渋
滞
解
消
の
た
め
の

市
道
五
條
荒
坂
線
の
拡
幅
整
備
工

事
に
つ
き
ま
し
て
も
、
残
り
の
工

事
区
間
、
大
川
橋
北
詰
か
ら
市
営

東
田
中
団
地
ま
で
の
間
、
約
３
０

０
メ
ー
ト
ル
の
拡
幅
工
事
を
平
成

１７
年
度
末
の
完
成
を
目
指
し
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 　
街
な
み
環
境
整
備
事
業

 

 

　
次
に
、
新
町
の
「
街
な
み
環
境

整
備
事
業
」
に
つ
き
ま
し
て
ご
報

告
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
街
な
み
の
広
告
塔
と
し
て
多
く

の
来
訪
者
を
集
め
て
い
る
「
長
屋

門
」
、
「
ま
ち
な
み
伝
承
館
」
に

引
き
続
き
、
ふ
る
さ
と
づ
く
り
事

業
に
よ
り
整
備
を
進
め
て
お
り
ま 

げ
ま
す
。 

　
国
道
２４
号
の
渋
滞
緩
和
や
安
全

確
保
か
ら
も
京
奈
和
自
動
車
道
五

條
道
路
の
整
備
に
つ
き
ま
し
て
は
、

平
成
１７
年
度
末
の
完
成
を
目
指
し
、

国
、
県
が
一
体
と
な
り
鋭
意
取
り

組
ん
で
お
り
ま
す
こ
と
は
ご
案
内

の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

　
特
に
居
傳
町
か
ら
国
道
３
１
０

号
ま
で
の
側
道
に
つ
い
て
は
、
先

に
全
線
開
通
を
目
指
し
て
お
り
、

ま
た
、
国
道
３
１
０
号
か
ら
畑
田

町
ま
で
は
、
本
線
の
ト
ン
ネ
ル
工

事
を
含
め
全
面
展
開
し
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
国
道
２４
号
の
拡
幅
整
備

に
つ
き
ま
し
て
は
、
国
土
交
通
省

が
本
陣
交
差
点
か
ら
市
役
所
下
交

差
点
ま
で
の
区
間
に
お
い
て
詳
細

設
計
を
完
了
し
、
現
在
、
西
川
河

川
占
用
等
を
関
係
行
政
機
関
と
協

議
中
で
あ
り
ま
す
。 

　
な
お
、
本
市
の
関
連
事
業
と
し

て
、
地
籍
調
査
等
が
、
関
係
地
権

者
の
ご
協
力
を
得
て
終
了
し
、
国

土
交
通
省
並
び
に
法
務
局
に
関
係

書
類
を
送
付
し
た
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。 

　
今
後
に
お
き
ま
し
て
は
、
国
道

２４
号
沿
線
整
備
検
討
会
等
に
図
り

な
が
ら
地
元
説
明
会
を
開
催
し
て 
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児
童
福
祉
行
政

 

　
次
に
、
「
児
童
福
祉
行
政
」
の

取
り
組
み
に
つ
い
て
ご
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。 

　
少
子
化
対
策
と
し
て
、
次
世
代

育
成
支
援
対
策
推
進
法
に
基
づ
き
、

子
育
て
支
援
に
関
す
る
地
域
行
動

計
画
を
本
年
度
当
初
に
策
定
し
、

子
育
て
支
援
を
通
じ
て
少
子
化
へ

の
対
策
を
講
じ
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
。 

　
そ
の
第
１
歩
と
し
て
、
本
年
度

か
ら
市
立
宇
智
野
保
育
所
に
お
い

て
、
保
護
者
の
疾
病
な
ど
で
家
庭

に
お
い
て
保
育
す
る
こ
と
が
困
難

と
な
っ
た
場
合
に
養
育
す
る
一
時

保
育
事
業
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。

今
後
は
、
本
計
画
を
達
成
す
べ
く

各
種
施
策
を
順
次
実
施
し
て
参
る

所
存
で
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
児
童
虐
待
の
防
止
等
に

関
す
る
法
律
の
改
正
に
伴
い
、
虐

待
の
相
談
や
通
報
先
に
市
町
村
が

指
定
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
家
庭
児

童
相
談
室
を
福
祉
事
務
所
内
に
移

転
い
た
し
ま
し
た
。 

　
今
後
は
、
虐
待
防
止
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
な
ど
を
活
用
し
、
児
童
が
虐

待
に
よ
り
心
身
に
痛
手
を
受
け
る

こ
と
の
な
い
よ
う
、
施
策
の
強
化

を
図
っ
て
参
り
た
い
と
考
え
て
お

り
ま
す
。 

 　

教

育

行

政

 

 

　
次
に
、
「
教
育
行
政
」
の
取
り

組
み
に
つ
き
ま
し
て
ご
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。 

　
北
宇
智
小
学
校
大
規
模
改
修
事

業
に
つ
き
ま
し
て
は
、
今
議
会
で

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

ご
審
議
い
た
だ
き
ま
す
が
、
校
舎

の
老
朽
化
に
伴
い
、
教
育
環
境
の

機
能
低
下
に
対
す
る
復
旧
措
置
お

よ
び
教
育
課
程
の
変
更
に
伴
う
改

装
等
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
教
育

環
境
の
改
善
等
を
図
る
と
と
も
に

建
物
の
耐
久
性
の
確
保
を
目
的
と

し
て
、
本
年
度
か
ら
２
か
年
計
画

で
実
施
し
て
参
り
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。 

 　

上

水

道

事

業

 

　
次
に
、
「
上
水
道
事
業
」
に
つ

き
ま
し
て
ご
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。 

　
生
活
様
式
の
向
上
と
水
需
要
に

対
応
す
る
た
め
、
公
共
性
と
経
済

性
と
の
調
和
を
図
り
な
が
ら
、
健

全
経
営
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
り
ま
す
が
、
３
月
議
会
で
も
ご

報
告
申
し
上
げ
ま
し
た
水
道
水
の

臭
気
に
つ
き
ま
し
て
は
、
４
月
下

旬
か
ら
再
発
し
、
市
民
の
皆
様
に

大
変
ご
迷
惑
を
か
け
て
お
り
ま
す
。 

　
こ
の
カ
ビ
臭
は
、
吉
野
川
の
河

川
水
が
滞
留
し
、
藍
藻
藻
類
等
が

異
常
繁
殖
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の

と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
の
対
策
と

し
て
、
粉
末
活
性
炭
を
注
入
し
原

因
物
質
の
除
去
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。 

　
こ
の
臭
気
物
質
は
、
人
体
に
は

無
害
で
あ
り
ま
す
が
、
安
全
で
お

い
し
い
水
を
供
給
す
る
た
め
、
で

き
る
限
り
水
道
水
に
残
る
臭
気
の

低
減
を
図
っ
て
参
る
所
存
で
あ
り

ま
す
。 

 　

消

防

行

政

 

　
最
後
に
、
「
消
防
行
政
」
の
取

り
組
み
に
つ
き
ま
し
て
ご
報
告
申

し
上
げ
ま
す
。 

　
阪
神
、
淡
路
大
震
災
を
教
訓
と

し
て
消
防
水
利
の
充
実
を
図
る
た

め
、
耐
震
性
貯
水
槽
（
１
０
０
ト

ン
級
２
基
、
６０
ト
ン
級
１
基
）
を

本
町
３
丁
目
の
給
食
セ
ン
タ
ー
跡

地
、
新
町
の
吉
野
川
河
川
敷
公
園

附
近
お
よ
び
岡
町
集
会
所
附
近
に

設
置
す
べ
く
準
備
を
進
め
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
ま
た
、
救
急
業
務
に
つ
き
ま
し

て
は
、
現
在
１５
名
の
救
急
救
命
士

が
あ
ら
ゆ
る
災
害
現
場
の
傷
病
者

に
対
し
、
高
度
な
技
術
と
知
識
を

も
っ
て
活
動
中
で
あ
り
ま
す
が
、

さ
ら
に
昨
年
７
月
か
ら
医
師
の
具

体
的
指
示
で
の
気
管
挿
管
行
為
が

可
能
と
な
り
、
本
市
に
お
い
て
も

去
る
４
月
に
１
名
の
認
定
救
急
救

命
士
が
誕
生
し
、
平
成
１８
年
４
月

を
め
ど
に
対
象
患
者
へ
の
薬
剤
投

与
が
で
き
る
体
制
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

　
さ
ら
に
、
予
防
業
務
に
つ
き
ま

し
て
は
、
近
年
全
国
的
に
住
宅
火

災
に
よ
る
高
齢
者
の
死
傷
事
故
が

多
発
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
一
人

暮
ら
し
の
高
齢
者
宅
に
防
火
訪
問

し
、
火
気
の
取
り
扱
い
方
法
や
住

宅
用
火
災
警
報
機
の
設
置
に
つ
い

て
指
導
を
行
い
、
出
火
防
止
に
努

め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。 

 

議決された議案議決された議案

■
条
例
・
規
約
等

 

【
一
部
改
正
】 

▽
特
別
職
の
職
員
で
常
勤
の
も
の
の
給
与

　
及
び
旅
費
に
関
す
る
条
例 

　
三
役
及
び
教
育
長
の
期
末
手
当
を
減
額 

▽
税
条
例 

　
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

等
の
施
行
に
伴
う
改
正 

▼
老
人
医
療
費
助
成
条
例 

　
奈
良
県
の
老
人
医
療
費
助
成
条
例
改
正

に
伴
う
改
正 

▼
乳
幼
児
医
療
費
助
成
条
例 

　
奈
良
県
の
乳
幼
児
医
療
費
助
成
条
例
改

正
に
伴
う
改
正 

▼
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例 

　
奈
良
県
の
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条

例
改
正
に
伴
う
改
正 

▼
母
子
医
療
費
助
成
条
例 

　
奈
良
県
の
母
子
医
療
費
助
成
条
例
改
正

に
伴
う
改
正 

▼
火
災
予
防
条
例 

　
消
防
法
及
び
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災

害
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の

公
布
に
伴
う
改
正 

▼
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例 

　
非
常
勤
消
防
団
員
等
に
係
る
損
害
補
償

の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
の
施
行
に
伴
う
改
正 

▼
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金

　
の
支
給
に
関
す
る
条
例 

　
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
責
任
共

済
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令
の
施
行
に
伴
う
改
正 

▼
上
水
道
事
業
給
水
条
例 

　
水
道
料
金
の
徴
収
方
法
を
原
則
と
し
て
、

口
座
振
替
及
び
納
入
通
知
書
に
よ
る
徴
収

の
み
と
し
た
。 

▼
議
会
委
員
会
条
例 

　
各
常
任
委
員
会
と
議
会
運
営
委
員
会
の

委
員
の
定
数
を
７
人
と
し
た
。 

 

【
合
併
】 

  

１７
年
９
月
２５
日
に
吉
野
郡
西
吉
野
村
及

び
同
郡
大
塔
村
を
編
入
合
併
す
る
の
に
伴

う
条
例
の
制
定
及
び
改
廃 

▼
議
会
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
の
一

　
部
改
正 

▼
公
告
式
条
例
の
一
部
改
正 

▼
路
線
バ
ス
専
用
道
五
條
西
吉
野
線
設
置

　
条
例
の
制
定 

▼
情
報
公
開
条
例
の
一
部
改
正 

▼
個
人
情
報
保
護
条
例
の
一
部
改
正 

▼
防
災
会
議
条
例
の
一
部
改
正 

▼
準
用
河
川
管
理
条
例
の
制
定 

▼
法
定
外
公
共
物
の
管
理
に
関
す
る
条
例

　
の
一
部
改
正 

▼
支
所
設
置
条
例
の
制
定 

▼
総
合
計
画
審
議
会
条
例
の
一
部
改
正 

▼
西
吉
野
村
及
び
大
塔
村
の
編
入
に
伴
う

　
税
条
例
の
適
用
の
特
例
に
関
す
る
条
例

　
の
制
定 

▼
市
立
西
吉
野
北
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の

　
制
定 

▼
副
収
入
役
設
置
条
例
の
廃
止 

▼
市
立
児
童
遊
園
地
設
置
条
例
の
一
部
改

　
正 

▼
公
園
条
例
の
一
部
改
正 

▼
市
営
住
宅
条
例
の
一
部
改
正 

▼
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
制
定 

▼
西
吉
野
き
す
み
館
条
例
の
制
定 

▼
西
吉
野
交
流
促
進
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制

　
定 

▼
西
吉
野
自
然
休
養
村
セ
ン
タ
ー
条
例
の

　
制
定 

▼
農
業
集
落
排
水
処
理
施
設
条
例
の
制
定 

▼
大
塔
総
合
案
内
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定 

▼
大
塔
山
村
体
験
実
習
セ
ン
タ
ー
条
例
の

　
制
定 

▼
大
塔
木
材
加
工
品
等
展
示
販
売
施
設
条

　
例
の
制
定 

▼
大
塔
山
村
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例
の
制
定 

▼
大
塔
水
車
施
設
条
例
の
制
定 

▼
大
塔
ふ
れ
あ
い
交
流
館
条
例
の
制
定 

▼
大
塔
赤
谷
オ
ー
ト
・
キ
ャ
ン
プ
場
条
例

　
の
制
定 

▼
み
ど
り
園
条
例
の
一
部
改
正 

▼
市
立
保
育
所
条
例
の
一
部
改
正 

▼
市
立
へ
き
地
保
育
所
条
例
の
制
定 

▼
保
育
の
実
施
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

　
正 

▼
老
人
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正 

▼
乳
幼
児
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正 

▼
心
身
障
害
者
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部

　
改
正 

▼
母
子
医
療
費
助
成
条
例
の
一
部
改
正 

▼
国
民
健
康
保
険
条
例
の
一
部
改
正 

▼
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正 

▼
介
護
保
険
条
例
の
一
部
改
正 

▼
市
立
西
吉
野
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
条
例

　
の
制
定 

▼
市
立
大
塔
診
療
所
条
例
の
制
定 

▼
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正 

▼
市
立
学
校
設
置
条
例
の
一
部
改
正 

▼
教
職
員
住
宅
条
例
の
制
定 

▼
市
立
五
條
幼
稚
園
入
園
料
並
び
に
保
育

　
料
条
例
の
一
部
改
正 

▼
高
等
学
校
分
校
の
授
業
料
等
に
関
す
る

　
条
例
の
制
定 

▼
市
立
公
民
館
条
例
の
一
部
改
正 

▼
地
域
体
育
施
設
条
例
の
一
部
改
正 

▼
市
立
中
央
体
育
館
条
例
の
一
部
改
正 

▼
西
吉
野
テ
ニ
ス
コ
ー
ト
条
例
の
制
定 
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▼
賀
名
生
ス
イ
ミ
ン
グ
プ
ー
ル
条
例
の
制

　
定 

▼
大
塔
郷
土
館
条
例
の
制
定 

▼
消
防
署
の
設
置
、
位
置
及
び
名
称
並
び

　
に
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改

　
正 

▼
火
災
予
防
条
例
の
一
部
改
正 

▼
消
防
団
条
例
の
一
部
改
正 

▼
消
防
団
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
に
関
す

　
る
条
例
の
一
部
改
正 

▼
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金

　
の
支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

▼
農
業
委
員
会
の
選
挙
に
よ
る
委
員
の
定

　
数
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正 

▼
大
字
の
廃
止
と
町
を
画
す
る
こ
と 

▼
南
和
広
域
連
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共

　
団
体
の
数
の
減
少
及
び
南
和
広
域
連
合

　
規
約
の
変
更 

▼
五
條
吉
野
基
幹
水
利
施
設
管
理
協
議
会

　
規
約
の
変
更 

▼
五
條
市
、
西
吉
野
村
教
育
事
務
の
一
部

　
事
務
委
託
規
約
（
３３
年
告
示
）
の
廃
止 

▼
五
條
市
、
西
吉
野
村
教
育
事
務
の
一
部

　
事
務
委
託
規
約
（
４５
年
告
示
）
の
廃
止 

▼
五
條
市
、
和
歌
山
県
橋
本
市
、
教
育
事

　
務
の
一
部
事
務
委
託
規
約
の
廃
止 

▼
五
條
市
・
西
吉
野
村
消
防
事
務
の
委
託

　
規
約
の
廃
止 

▼
合
併
協
議
会
の
廃
止 

  

■
予
　
算

 

▽
１６
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
５
号
） 

　
地
方
債
借
入
限
度
額
を
変
更 

▽
１６
年
度
老
人
保
健
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
） 

　
１
２
　
５
４
５
千
円
を
追
加 

▼
１７
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
１
号
） 

　
１
２
７
　
８
５
６
千
円
を
追
加 

  

■
人
　
事

 

▼
助
役
の
選
任 

　
小
藪
良
彦
氏
の
選
任
に
同
意 

▼
公
平
委
員
会
委
員
の
選
任 

　
山
田
悦
雄
氏
の
再
任
に
同
意 

▼
教
育
委
員
会
委
員
の
任
命 

　
御
勢
久
右
衛
門
氏
の
再
任
に
同
意 

▼
監
査
委
員
の
選
任 

　
岩
城
健
氏
の
再
任
に
同
意 

  

■
そ
の
他 

 

▼
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整
備

　
計
画
の
策
定
に
つ
い
て 

　
大
野
新
田
町
の
公
共
的
施
設
の
整
備
計

画
を
策
定 

▼
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て 

　
北
宇
智
小
学
校
（
北
棟
）
大
規
模
改
修

工
事
を
１
９
０
　
５
７
５
千
円
で
契
約 

▼
市
道
路
線
の
認
定
に
つ
い
て 

　
市
道
な
つ
み
台
の
３０
路
線
を
認
定 

  

■
報
　
告

 
○
１６
年
度
財
団
法
人
文
化
体
育
振
興
公
社

　
の
決
算
及
び
事
業
の
報
告 

○
１６
年
度
土
地
開
発
公
社
の
決
算
及
び
事

　
業
の
報
告 

○
１６
年
度
一
般
会
計
継
続
費
繰
越
計
算
書

　
の
報
告 

  

火
葬
場
建
設
事
業
の
逓
次
繰
越
額
の
報

告 ○
１６
年
度
一
般
会
計
繰
越
明
許
費
繰
越
計

　
算
書
の
報
告 

　
道
路
新
設
改
良
事
業
ほ
か
の
繰
越
額
の

報
告 

○
１６
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
繰
越
明

　
許
費
繰
越
計
算
書
の
報
告 

  

流
域
関
連
公
共
下
水
道
事
業
の
繰
越
額

の
報
告 

○
１６
年
度
墓
地
事
業
特
別
会
計
繰
越
明
許

　
費
繰
越
計
算
書
の
報
告 

  

墓
地
建
設
事
業
の
繰
越
額
の
報
告 

○
１６
年
度
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算

書
の
報
告 

　
送
配
水
及
び
給
水
設
備
建
設
改
良
費
の

繰
越
額
の
報
告 

  

■
意
見
書 

 

　
意
見
書
２
件
を
可
決
し
、
内
閣
総
理
大

臣
は
じ
め
関
係
大
臣
に
提
出 

●
地
方
六
団
体
改
革
案
の
早
期
実
現
に
関

　
す
る
意
見
書 

●
地
方
議
会
制
度
の
充
実
強
化
に
関
す
る

　
意
見
書 

  

※
備
　
考 

　
　
１
　
条
例
等
議
案
の
名
称
は
、
簡
略
に 

　
　
　
　
し
て
あ
り
ま
す
。 

　
　
（
例
） 

五
條
市
税
条
例
　
税
条
例 

 

　
　
　
　
　
平
成
１７
年
度
　
１７
年
度 

　
　
２
　
▽
は
、
専
決
処
分
し
た
議
案
で
す
。 

， 

， 

， 

⇒ 
⇒ 
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　政治倫理の確立のための五條市長

の資産等の公開に関する条例に基づき、

五條市長の資産等の概要を、市民の

皆さんにお知らせします。 

五條市長の資産等の概要 五條市長の資産等の概要 

 

給与所得            

雑 所 得  

会社その他の

法人の名称  

�社会教育財団 

住　　　所 

奈良市西大寺南町１－３ 

役員、顧問

その他職名

理事 

所得金額 

１５,５３４,９９５円 

１,６０７,４１４円 

起因となった事実 

五條市長、(財)社会教育財団 

都道府県議会議員共済会 

内　　　容 
【所　在】五條市中之町１７７５ 
【面　積】５２８.００㎡ 
【固定資産税の課税評価額】 
　　　　　　　１,４４３,７７５円  
【所　在】奈良市ＪＲ奈良周辺 
　　　　　　　仮換地１１ －１ 
【面　積】１９.４９㎡ 
【固定資産税の課税評価額】 
　　　　　　　　４４５,３７５円  
【所　在】奈良市ＪＲ奈良周辺 
　　　　　　　仮換地１１－６ 
【面　積】１.４５㎡ 
【固定資産税の課税評価額】 
　　　　　　　　１１３,３１４円  
該当なし 
 
【所　在】五條市中之町１７７５ 
【床面積】９６.７９㎡ 
【固定資産税の課税評価額】 
　　　　　　　　３７５,１４０円  
【所　在】五條市中之町１７７５ 
【床面積】１６２.００㎡ 
【固定資産税の課税評価額】 
　　　　　　　３,１１０,３８６円 

 
 
 
 
 
 
 
土 地  
 
 
 
 
 
 
 
地 上 権  
賃 借 権  
 
 
 
 
建 物  

備　　考 

【所　在】奈良市三条本町 
　　　　　　　　　　２９－１ 
【床面積】７３.５４㎡ 
【固定資産税の課税評価額】 
　　　　　　　３,７５５,５４５円 
１,３００,０００円  
該当なし 
該当なし 
該当なし 
株券も含め該当なし 
該当なし 
該当なし 
該当なし 
該当なし 
該当なし 
 
該当なし 
３,０００,０００円 

 
 
建 物  
 
 
預 　 金  
貯 　 金  
郵便貯金 
金銭信託 
有価証券 
自 動 車  
船 　 舶  
航 空 機  
美術工芸品 
ゴルフ場の利用
に関する権利  
貸 付 金  
借 入 金  

 
 
 
 
 
当座･普通預金を除く 
普通貯金を除く 
通常郵便貯金を除く 
 
 
取得価格が１００万
円を超えるものに
限る 
 
譲渡することがで
きるものに限る 
生計を一にする親族
に対するものを除く 

助役に 
小藪良彦氏を選任 
　６月６日から１６日まで開かれ
た市議会第２回定例会で、小藪
良彦氏が選任同意されました。 
　小藪氏は昭和４６年五條市役所
に入り、秘書課長、都市整備部
長を歴任、平成１４年より市長公
室長を務める。 

田村助役が退任 
　田村史雄助役が、６月１３日付
をもって退任されました。 
　田村助役は、平成１３年６月に
助役に就任、一期４年にわたり
市の発展に尽力されました。大
変ご苦労さまでした。 

ごあいさつ 

　このたび、６月２０日付をもちまして五條市助役に就任いたしま
した。 
　新しい職務にあたりましては、もとより微力ではございますが、
その重責を十分に自覚し更なる決意と情熱をもって五條市政発展
に最善の努力をしてまいる所存でございますので、どうかご指導
ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１　五條市長の資産等補充報告書の内容 
　　　　　　　　　　　　　（平成１7年1月25日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　　　　　　　　　　　　※本人が有するものに限る 
 
２　所得等報告書の内容（前年の所得） 
 
 
 
 
 
３　関連会社等報告書の内容（平成17年4月1日現在） 
　　 （報酬を得て役員・顧問等の役職に就いている会 
　　　社等） 
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ALT
　４月に母が、日本にやって来ました。すばらしい時を過ごし、ぜひ
もう一度来たいと言っています。 
　母は、日本滞在中に京都、吉野山、高野山、大阪、姫路などを訪れ
ました。日本の温泉も初めて体験することができました。桜の季節の
幕開けを、見ることができたのも幸運でした。 
　母は、山の景色と家並みの美しい屋根の姿に驚いていました。特に、
青い屋根がわらが気に入ったようです。でも彼女は、田舎の景色同様
に大阪の梅田スカイビルの屋上に上ったり、買い物をしたりするのも
楽しみました。そこには夜行ったので、大阪の明るいネオンの眺めは
本当に美しかったです。 
　４月３日の日曜日、私たちは南阿太の流し雛につれて行ってもらい
ました。これは、すばらしい経験になりました。私たちは、着物を着
た小さな女の子たちを見たり、お寺でのお勤めを見学したあと、二つ
の紙のお人形を乗せた笹の葉でできた小さな舟を持って、吉野川へ行き、
その人形を流しました。とっても感動しました！ 
　こんな愉快な経験もしました。こちらに来てから何日かたち、少し
自信がわいてきた母は、日本語を試したいと思ったのです。ある夜、
電車の中で彼女は、運転士さんに料金を払うための表現「橋本から、
３人、お願いします。」と言う日本語を練習しました。どうしたわけ
か電車は、線路上でしばらく停止しました。再び動き始めるまで、か
なりの時間がありました。母が練習するための時間は、多すぎたのです。
とうとう電車が私の家の近くの駅で止まった時、母は運転士さんのと
ころへ行き、とっても早口で「ハシモト、サニン、オネガシバシ。」
とほとんど意味不明の言葉を言ったのです。運転士さんはすごくびっ
くりして、まるで幽霊でも見たような顔つきになりました。私の母は
お金を渡し、私たちは大あわてで電車から降りました！　もし、皆さ
んの中にその時のお気の毒な運転士さんがいたら、謝りたいと思います。
もう、ショックから立ち直れたでしょうか？ 
　私の母は、こちらで出会ったすべての人々の親切に、一番感動しま
した。みんなとっても温かく、いろいろと助けてくれて、そしてとり
わけ、優しくこの国に迎え入れられていると感じさせてくれました。 
　母の滞在中に親切にしてくださった人々に、感謝いたします。きっ
と母は、日本での幸せな思い出をいつまでも、心に抱き続けることで
しょう。 
 
＊この記事は五條市ＡＬＴの書いた英文を訳したものです。英語版（原
文）は中央公民館にあります。 

◇　対　　象 
　市外局番「０７４７２」「０７４７３」地域 
◇　変更日時 
　９月２５日（日）午前２時 

 市外局番 
「０７４７２」「０７４７３」地域の 

電話番号が 
９月２５日（日）から 
変わります！！ 

 市外局番 
「０７４７２」「０７４７３」地域の 

電話番号が 
９月２５日（日）から 
変わります！！ 

◇　変更内容 
　現在ご使用の市外局番の末尾【２】【３】が取れて、
市内局番の先頭につきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
◇　問  合  先 
　総務省近畿総合通信局情報通信部電気通信事業課 
　℡０６－６９４２－８５１８　FAX０６－６９２０－０６０９ 
　五條市役所企画調整課　℡②４００１（内線３１４） 

日 本 に 来 た 母  

こんにちは

ハナ・イェイツ

外国語指導助手（ALT）です
こんにちは

ハナ・イェイツ

外国語指導助手（ALT）です

現　在　　　０７４７２－△－□□□□

　　　　　　０７４７３－△－□□□□

                  　　　　　  ↓

変更後　　　０７４７－２△－□□□□

　　　　　　０７４７－３△－□□□□
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もし熱中症になれば  

1　花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守り

　ましょう。 

2　燃えやすいもののある場所でしないこと。 

3　花火をするときは、水バケツを用意し、遊び終

　わったら完全に消しておきましょう。 

4　大人と一緒に遊びましょう。 

5　吹き出し、打ち上げ花火など途中で火が消えて

　も筒をのぞいてはいけません。 

　　　　　　　　　　　　　　　　五條市消防本部 

　　　　　　　　　　　　　　　　五條市消防団 

ルールを守って 
　　　楽しい花火 

火の用心
 
ここがポイント 

花火遊びは、迷惑にならない 
                           場所と時間と後始末 

①　木陰など涼しい場所に運び、上着を脱がせる。 
　◇ベルトなどはゆるめる。 

 
②　応急処置を実施する。 
　◇ぬれたタオルやシーツで体をおおい、体を冷やす。 

　◇意識があれば、水分および塩分（スポーツドリンク等）を補給する。 

　◇意識がなければ気道確保、呼吸がなければ人工呼吸、循環のサイン（自

　　発呼吸、せき込み、体動）がなければ心肺蘇生法を行い、救急車を

　　要請する。 

 

■問い合せ　五條市消防本部　TEL②3310 

消防協力者へ 

感 謝 状  

　３月７日に発生した建物火災を早期に発見して１１９番通
報するとともに、迅速、的確な人命救助および火災を初期
の段階で消火し、被害の軽減に尽力された功績に対し感謝
状を贈呈しました。 
　受賞者は次の方々です。（敬称略） 
　　　北山　かず子 
　　　森田　義和 
　　　阪口　勉 
　　　上田　勝 
　　　上田　千恵子 

はい、１１９番消防署です。 
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　満７５歳以上の人（誕生月の翌月１日より）および政令で定める障害の
ある（状態が身体障害者手帳１～３級および４級の一部、障害年金１・２
級、療育手帳Ａ、精神障害者保健手帳１・２級に該当する人）６５～７５歳
の人。ただし、昭和７年９月３０日以前生まれの人は従来どおり老人保健
の対象（政令で定める障害のある６５～７５歳の人も同様）です 
　昭和１５年７月３１日以前に生まれた満６５歳～６９歳の人で、本人・配偶者・
扶養義務者（  子・孫・兄弟等  ）とも住民税所得割が非課税の人  
　※世帯あるいは保険が別であっても同一家屋で住んでいる場合、また離
　　れて住んでいる子の社会保険加入者はその被保険者も上記と同様に全
　　員の住民税所得割が非課税であること 
　出生の日から満３歳となる月の末日まで（１日生まれの人は前月末まで）
　ただし、乳幼児が五條市に住所を有すること 
　満３歳となる月の翌月１日から満６歳に達する日以後の最初の３月３１
日まで  
　ただし、幼児が五條市に住所を有すること 
　１歳以上６５歳未満の人で、身体障害者手帳１・２級・療育手帳Ａをお
持ちの人 
　母子家庭の母と１８歳未満（１８歳の年度末）の児童および両親のいない
１８歳未満（１８歳の年度末）の児童を養育している夫のいない女子または
未婚の女子 
　老人保健制度に該当する人のうち、身障手帳１・２級または療育手帳Ａ
をお持ちの人 

老人保健法 
　医療受給者証 
 
 
 
老人医療 
 
 
 
 
　　０歳児～２歳児 
 
　　＜新設＞ 
　　3歳児～就学前 
 
心身障害者医療 
 
母子医療 
 
 
重度心身障害 
　老人等医療 

所得制限なし 
 
 
 
 
課税制限あり 
 
 
 
 
所得制限あり 
 
所得制限あり 
 
 
所得制限あり 
 
所得制限あり 
 
 
所得制限あり 

制　　度　　名 支          給          要          件 

国
の
制
度 

県
　
　
の
　
　
制
　
　
度 

乳
幼
児
医
療 

 
  五條市では、高齢者や重度心身障害者、母子家庭の母と子､また赤ちゃんが健康保険証で医者の診察を受け
たときの自己負担金を公費で助成します。 
  助成を受けることができる人は、五條市に住所を有する、国民健康保険の被保険者、社会保険本人および被
扶養者の人で、次の要件に該当する人です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　福祉医療については、７月中に申請を済ませた人のうち該当者に資格証を発行します。該当すると思われ
る人でまだ資格証を取得していない場合は問い合わせてください。 
 
　この医療助成制度については申請主義ですが、五條市では、これらの制度のうち便宜上 
　　◆老人保健法に該当すると思われる人・・・誕生月末に案内のハガキを送付します。 
　　◆新設の幼児医療に該当すると思われる人・・・満３歳の誕生月の初めに申請書（手紙）を送付しますが、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住民票のない人、転入した人、また条件の把握ができな
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 い人等については通知できない場合があります。 
 
○申請時には、健康保険証、印鑑が必要です。また転入した人については、前住所地での所得証明等が必要
　です。 
○現在老人保健・福祉医療証を持っている人で住所・氏名・加入医療保険の変更や資格喪失『死亡・転出・
　婚姻（母子）』等の場合は必ず届けてください。 
○老人保健受給者で１か月の医療費が高額になった場合 
　　「高額医療支給申請書」を提出する必要がありますが、高額の結果が出るまで時間を要するので市役所
　から通知があるまでお待ちください。なお、一度申請をすると変更がない限り提出する必要はありません。 
○老人保健受給者の人が入院した場合 
　　住民税非課税世帯の老人保健受給対象者は、「限度額適用・標準負担額減額認定」の申請を行ってくだ
　さい。入院時の一部負担金および食事代が軽減されます。 
 
■問合先　保険課福祉医療係（内線３９３・３４４） 

対象者の医療費自己負担金を公費で助成します  
老人保健・福祉医療助成制度について 
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五條市役所　☎②4001（代表） 

の メ モ く ら し 

８月１日から 
乳幼児・母子・老人・障害等の 
　　　　　　福祉医療制度が大きく変わります 

○改正目的 
　制度を将来にわたり持続可能な安定した制度とすることが必要であり、少子高齢化社会に対応した福祉施
策を実施し、福祉医療受給者が今後も長期にわたり安定した制度のもとで安心してサービスを受けられるこ
とを目的としています。 
 
○大きな改正点
 
　①　医療機関等の窓口では、すべての受給者は自己負担となる３割（３歳未満は２割）をいったん支払い
　　ます 
　　　７月３１日までは、福祉医療証を医療機関等にみせると、保険診療分の負担が無料もしくは１割から３
　　割の支払いでしたが、８月１日からは、いったん保険診療における自己負担分を支払ってください。後
　　日福祉医療分を指定された銀行口座等に振り込みでお返しします。(奈良県外分は従来どおり申請が必要
　　です) 
 
　②　一部負担金が定（低）額負担となります（乳幼児・母子・心身障害者・重度心身障害老人等） 
　　　老人医療受給者以外の人の一部負担が変更されます。通院はひとつの医院（総合病院等の場合は診療
　　科）ごとに月５００円まで自己負担となります。 
　　　入院はひとつの医院（総合病院等の場合は診療科）ごとに月１，０００円（２週間未満の場合は５００円）ま
　　で自己負担となります。 
　　※ただし、医療機関等の処方せんにより受診した調剤薬局分は一部自己負担金はありません 
　　※老人医療受給者の方は従来どおりの一部自己負担です 
 
　③　助成金の支給方法が自動償還方式に統一されます 
　　　事前に申請と口座登録を済ませ、医療機関等の窓口で負担した医療費のうち助成分をおよそ３か月後、
　　登録口座に振り込みます。 
　　（福祉医療制度の助成対象者になると思われる人に７月中に申請書を郵送します。） 
　　※医療機関等の窓口で市が発行する資格証を提示した場合で県内受診分のみです。 
　　※県外受診分は従来どおり申請が必要です。 
 
　④　乳幼児医療助成制度の拡大と所得制限が統一されます 
　　　３歳から就学前までの入院分についての助成が新たに開始されます。 
　　　乳児医療・幼児医療とも児童手当の所得制限に統一されます。 
　　※受給資格が８月１日からは乳幼児の住所地に変更されます（旧制度は養育者の住所地） 
 
　⑤　６５歳から７０歳までの老人医療助成制度が段階的に廃止されます 
　　　対象者は昭和１５年７月３１日以前に生まれた６５歳から７０歳までの人です。それ以降に生まれた人は対象
　　となりません。 
　　　平成１７年７月３１日までに６５歳に達した人は７０歳になるまで引き続き制度の対象となります。（所得制
　　限有り） 
　廃止理由 
　　◎国の医療制度において後期高齢者への重点化により老人保健制度と対象年齢にすき間が生じること（老
　　　人保健制度の対象年齢の引き上げ　７０歳→７５歳） 
　　◎老人保健事業や介護保険制度の事業費が今後も大きくのびること 
　　◎健康づくりの推進や平均寿命が延びていること 
 
　⑥　福祉医療費資金貸付制度が新たにスタートします 
　　　福祉医療制度改正に伴い医療機関等の窓口の支払いが困難な場合、福祉医療費資金貸付制度が利用で
　　きます。（所得制限有）詳しくは保険課まで問い合わせてください。 
 
■問合先　保険課福祉医療係（内線３９３・３４４） 
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高齢者市民の集い開催
老人クラブ連合会

本年度の活動方針などを採択 
　

 清水正勝五條市自治連合会長が６月１７日に逝去されました。謹んでごめい福をお祈りいたします。 
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  青少年補導委員に

         ２３２人を委嘱  

「青少年の非行に取り組む強調月間 」 
７月１日～８月３１日 

　このほど行われた市民球技大会ソフトボールの部、ペタンクの部、
グラウンドゴルフの部の結果は次のとおりです。（敬称略）  

 
 
 
 
 
【ソフトボールの部】  
（Ａゾーン）                          （Ｂゾーン）       
優  勝  宇智地区体育協会              優  勝  田園地区体育協会Ａ   
準優勝  あづみ台地区体育協会      準優勝  北宇智地区体育協会  
第３位  田園地区体育協会Ｂ          第３位  五條市ソフトボール協会Ｂ 
 

【ペタンクの部】 
優  勝  中４チーム（松永満・山田典子）   
準優勝  なかよし会３チーム（喜多成子・中川サツ子） 
第３位  鶴亀会２チーム（照山幸伸・斎藤初子） 
第３位  今井チーム（小平敏彦・石井キミエ） 
 
【グラウンドゴルフの部】  
優  勝  北居会（藤村清利） 
準優勝  ひまわりクラブＡ（西浦三郎） 
第３位  本町会（喜多務） 

五條市民球技大会 
第23回 

   （ソフトボール
の部・ペタンクの

部・ 

                グラウ
ンドゴルフの部）

結果 

　このほど福岡市で行われた平成17年度ボーイスカウト日本連盟年次全国大会において、次の方々
が功労章を受賞されました。（敬称略）
�○た��か��章��　　�田野瀬良太郎（ＢＳ振興国会議員連盟）
�○かっこう章　　西辻佳美（ボーイスカウト五條第３団）
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・所得割（加入各人の所得－基礎控除３３０，０００円）の合計×７．５％ 
・資産割　加入各人の固定資産税額×４０％ 
・均等割　１９，５００円×加入人数 
・平等割　一律１９，０００円 

・所得割（加入各人の所得－基礎控除３３０，０００円）の合計×1％ 
・資産割　加入各人の固定資産税額×６％ 
・均等割　５，１００円×加入人数 
・平等割　一律３，３００円 

最高限度額　５２万円 

最高限度額　7万円 

国
　
　
　
保
　
　
　
税 

医
　
　
療
　
　
分 

介
　
　
護
　
　
分 

平成17年度 

納　　期　　表 

平成１7年度の五條市国民健康保険税の決め方 

　有効期限は ７月３１日 です。 
 
　８月１日からお使いいただく新しい受給者証を７月末ごろに郵送します。 
　お手元に届かない場合は、保険課までお問い合わせください。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■問合先　保険課給付係（内線２６７、３６７） 

国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方へ 

国民健康保険税 
全期・第1期 
の納期限は 
8月1日（月） 

です 
　市役所担当窓口、取扱金融機関および
郵便局で納付してください。 
　納税は便利で確実な口座振替（自動払
込）をご利用ください。 

国民健康保険の手続きはお早めに 

国保に加入するとき 

国保をやめるとき 
例えば職場の健康保険
などに加入したとき 

１４日以内に手続きを 

■問合先　保険課給付係（内線２６７、３６７） 

　国民健康保険は、皆さんが病気やけがをした
ときにかかる医療費を賄っている大切な制度です。
職場の健康保険に加入している人や生活保護を
受けている人以外はすべての人が加入すること
になっています。加入の届出が遅れると、国保
税はさかのぼって納めることになります。国保
税は私たちの健康を守る大切な財源です。納期
内納付にご協力ください。 
 
　災害など、政令等で定められた特別な事情も
なく長い間滞納し、納税相談にも応じない世帯
にはやむを得ず・・・ 
　◇保険証を返してもらい資格証明書を交付し
　　ます。これにより医療費の支払いがいった
　　ん全額自己負担となります。 
　◇保険給付（高額医療費・出産一時金・葬祭
　　費等）が差し止められたり滞納保険税額分
　　が差し引かれたりします。 
　※資格証明書とは国保の被保険者の資格を証
　　明するだけのものです。 
 
◎このような措置をとることがありますので、
　国保税は必ず納期内に納めましょう。 
 
 
■問合先　保険課保険税係（内線２６６・３６８） 

私たちの健康を守る 
　国民健康保険  

第１期 
第２期 
第３期 
第４期 

　８月  １日（月） 
　８月３１日（水） 
　９月３０日（金） 
１０月３１日（月） 

第５期 
第６期 
第７期 
第８期 

１１月３０日（水） 
１２月２６日（月） 
　１月３１日（火） 
２月２８日（火） 

※介護保険の導入に伴い、４０歳以上６５歳未満の人（第２号被保険者）は、従
　来の医療分と、介護分を合わせたものが国民健康保険税となります。また、
　世帯の所得と人数によって、減額される場合があります。 

五條市役所　☎②4001（代表） 

の メ モ く ら し 
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保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 保健福祉センターからのお知らせ 

カルム五條では、赤ちゃんからお年寄り
まですべての市民の方の健康相談を受
けつけています。  
お気軽にご利用ください。 

カ  ル  ム  五  條 

（保健福祉センタ－）  

☎②4001　内線289，290 

FAX②6585

■講　師 

 
 
 

夏目　修 先生      
 
　○略歴 
　　奈良県立医科大学医学部卒業 
　　奈良県立医科大学泌尿器科教室入局 
　　奈良県立医科大学病院 
　　奈良県救命救急センターを経て現職 
　　資格：医学博士 
　　日本泌尿器科学会専門医・ 
　　　　　　　　日本泌尿器科学会指導医 
　　日本リハビリテーション医学会専門医 
　　日本透析学会認定医 

なつ め　    おさむ 

段　階  

第１段階 

第２段階 

第３段階 

第４段階 

第５段階 

年間保険料額 

20,280円 

30,420円 

40,560円 

50,700円 

60,840円 

対　　象　　者 

生活保護、老齢福祉年金の受給者で世帯全員非課税 

世帯全員が市民税非課税  

本人が市民税非課税で、世帯が課税 

本人が市民税課税で合計所得金額が200万円未満 

本人が市民税課税で合計所得金額が200万円以上 

■平成17年度　五條市　第１号被保険者（満６５歳以上）介護保険料 

　６５歳に達すると、第１号被保険者として介護保険料を
納めていただきます。 
○保険料段階の決まり方 
　　前年度所得を基に、本人所得と世帯全体の課税か非
　課税によって決まります。 
○納め方 
◇特別徴収の方は（年金より天引き）　　 
　　４・６・８月は２月分と同額の保険料を天引き（仮
　徴収）、１０・１２・２月は年間保険料額から仮徴収分を
　差し引いた残額を、３回に分けて納めていただきます。 
　※一部８月分の保険料が、２月分の額と変更となる方

　がいます。詳しくは７月１５日ごろに送付 
　する決定通知書をご覧ください。 
◇普通徴収の方は 
　　社会福祉課より送付する納付書で、７月から２月ま
　での年８回の納付となります。 
　できるだけ口座振替のご利用をお願いします。 
○ご注意 
　◇年度の途中で６５歳になったとき、転入したときは、
　　すぐに特別徴収（年金からの天引き）はできません
　　ので、月割りで普通徴収になります。 
　◇特別徴収の方でも、年度の途中で段階が変更になっ
　　た場合は、特別徴収に併せて普通徴収になります。 
　◇年金の現況届の提出し忘れで、介護保険料の差し引
　　きができなくなる場合が多くなっていますので、注
　　意してください。 
■問合先　社会福祉課介護保険係（内線２９１・２９４） 

７月の休日在宅当番が次のとおり変更になります。  
 
 
 
 
 
　おしっこのことで悩んでいる人、また家族に悩みが
ある人など、老若男女を問わずどなたでも気軽に参加
してください。 
 
■日　時　　７月２４日（日）午後１時３０分～３時 
■場　所　　カルム五條　多目的ホール 
■テーマ　　「あきらめないで、おしっこの悩み」 
■講　師　　夏目修先生 
　　　　　　（奈良県心身障害者リハビリテーション 
　　　　　　センター泌尿器科部長） 
■参加費　　無料 
■申込方法　７月２１日（木）までに申し込んでください。 
■申込・問合先　保健福祉センター成人保健係 
　　　　　　　　　　　　　　　　　（内線２９０） 

在宅当番医の変更 
 
 
 
 
 
健康づくり 
　市民公開講座 
 
～尿もれやトイレが
近くて困っていませ
んか～ 

７月１０日（日） 

７月２４日（日） 

鎌田医院　　　　野原西１－６－８　　℡②３１３８ 

中谷内科医院　　野原西４－４－３　　℡②３６８３ 

老後の安心 

15

カ
ル
ム
の
ひ
ろ
ば 



不法滞在・不法就労防止にご協力ください！ 
○不法滞在者は推計２５万人 
　その大部分は不法就労し、我が国の経済・社会に悪影
響をあたえています。
○来日外国人犯罪増加の背景にある不法滞在者

　最近では、悪質な不法滞在者たちがグループ化して犯
罪を犯すケースが増えており、我が国の治安を脅かして
います。

■不法滞在や不法就労を許さない社会環境づくりが必要
です。
■不法滞在者など働くことを認められない外国人を雇っ
た事業主は法律で処罰されます。
■雇用する際は必ずパスポート等を確認してください。

五條市高等学校等 
　進学奨励支度金の給付について 

世界平和と核兵器廃絶を祈願 
　－市内１３か寺から「平和の鐘」－ 庶務課（内線２０６） 

五條警察署　☎③０１１０ 

　五條市では、教育の機会均等に基づき、勉学の意欲がありながら経済的な理由で高等学校・高等専門学校
等への進学が困難な人に対し、進路の保障を図り、進学の意欲を高めるため五條市高等学校等進学奨励支度
金給付制度があります。 
 
■次に掲げる要件に、すべて該当する場合は、五條市教育委員会事務局学校教育課へ申請してください。 
　○奈良県高等学校等奨学金、五條市育英会奨学金、生活福祉資金（修学資金）、または、母子・寡婦福祉
　　資金（修学資金）のいずれかの貸与を、平成１７年４月から受けている者。なお、奈良県高等学校等奨学
　　金の決定通知は、７月下旬（予定）ですので、通知が届くまでお待ちください。 
　○五條市に居住する者で、平成１７年３月に市内の中学校を卒業して、高等学校（定時制・通信制を含む）・
　　高等専門学校に入学した者 
　○今までにこの支度金の給付を受けていない者 
 
■申請書類の提出期限　８月１５日（月） 
 
■申請書配布窓口および問合先 
　五條市教育委員会事務局　学校教育課（下之町２１番地）　℡②４００１(内線８１９) 
 
 
 
 
 
 
 
　一瞬にして多くの生命を奪い、傷つけ、二つの都市を破壊した昭和２０年８月６日、９日の広島、長崎への
人類最初の原爆投下から６０年が過ぎ、戦争の悲惨さを知らない世代が多くなっています。 
　世界で唯一の被爆国として、私たちは、「核兵器の廃絶」と「戦争放棄」を声を大にして叫び、世界平和
の先導者として活動しなければなりません。 
　広島、長崎の悲劇以来、今日まで核兵器は使用されていませんが、今後も使用されないとは限りません。
特に、核兵器を新たに開発しようとしている国や、核の脅威を利用して自国の利益を守ろうとしている国な
ど、世界中にはいまだに核の脅威が存在しています。 
　五條市では、昭和６１年９月に核兵器廃絶平和都市を宣言し、「核兵器廃絶、平和宣言都市」の啓発塔を市
役所前、中央公民館前、上野町の３か所に設置するとともに、「平和の鐘」をついて恒久平和を祈願してい
ます。 
　今年も、広島に原爆が投下された８月６日（土）午前８時１５分、長崎に原爆が投下された８月９日（火）
午前１１時２分、そして五條が空襲を受けた８月８日（月）の午前８時３０分から１分間、原爆死没者のめい福
と世界恒久平和を祈願して「平和の鐘」が市内の１３か寺から鳴り響きます。 
　市民のみなさん、この趣旨をご理解のうえ、当日は１分間の黙とうをお願いします。 

来日外国人犯罪の現状 

○平成１６年中の来日外国人犯罪の検挙は、全国

で４万７,１２４件（２万１,８４２人）、奈良県で

は３３５件（８７人）に上ります。 

　● ナイフなど凶器を使用した強盗事件 

　● 空き巣等による住宅侵入窃盗事件 

　● 高級自動車をねらった自動車窃盗事件 

　● スキミングと呼ばれる方法でデータを盗み　

　 とるクレジットカード偽造事件 

などの犯罪が多発しています。 

※　あなたのそばにも危険がひそんでいます。注

　意してください。 
 

お願い 

○不審な人を見かけた際は、迷わず「１１０番」・

五條警察署、または交番・駐在所に通報をお願

いします。 

学校教育課（内線８１９） 

17

く
ら
し
の
メ
モ 

の メ モ く ら し 
国民年金からのお知らせ 

国民年金保険料を納めるのが困難な場合には 
保険料免除制度（申請免除）があります！ 
～申請受付は毎年７月開始～ 

市民課年金係（内線２６８、３７０） 

１０月１日、国勢調査を全国いっせいに行います。国勢調査は、日本に住
んでいるすべての人を対象とした大規模な統計調査です。調査結果は、社
会福祉、環境整備、雇用対策、経済政策、交通計画など、みんなが住みよ
いまちづくりのための基礎資料となります。
調査する項目は、男女の別、出生の年月、就業状況、通勤・通学地、住居
の種類などです。調査内容が、他にもれたり、統計以外の目的に使われる
ことは絶対にありません。国政調査員が調査票を持ってうかがいます。未
来のために、１０月１日のあなたを記入してください。

■問合先　庶務課統計係（内線２３６）

国勢調査ホームページ　http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2005/kouhou/str/index.html

　経済的な理由等で保険料を納めることが困難な場合、本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定基準以下で
あれば、申請により保険料納付が免除される制度（全額免除・半額免除）があります。所得基準額について
はお問い合わせください。免除の承認期間は、７月から翌年６月までとなっていますが、今年度のみ平成１７
年４月～６月分（平成１５年所得での審査）についても申請することができます。 
　手続きには、年金手帳、印鑑（認め）、失業を理由とする場合は雇用保険被保険者離職票または雇用保険
受給資格者証が必要となります。なお平成１７年１月になってから五條市へ転入の場合は、平成１６年所得につ
いての証明書（課税証明書または非課税証明書）も持参してください。 
 
全額免除 
　保険料の全額（月額１３，５８０円）が免除されます。免除された期間は、年金の受給資格期間には含まれます
が、年金額は保険料を納めたときの３分の１で計算されます。 
 
半額免除 
　保険料の半額（月額６，７９０円）が免除されます。半額免除された期間は、年金の受給資格期間には含まれま
すが、年金額は保険料を納めたときの３分の２で計算されます。 
（注）半額免除の承認を受けても残りの半額の保険料を納めないと、未納期間になります。 
 

３０歳未満の若年者納付猶予制度が始まりました！ 
　従来、ほかの年齢層に比べて所得が少ない若年層（２０歳代）の人が、所得の高い世帯主と同居していると
きは保険料免除の対象となりませんでした。 
　平成１７年４月から、将来年金を受け取ることができなくなることを防止するため、同居している世帯主の
所得に関わらず本人および配偶者の所得が一定基準以下であれば保険料納付が猶予される制度がはじまりま
した。（※納付猶予された期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、追納しない限り年
金額には反映されません。） 
　若年者納付猶予の承認期間は７月から翌年６月（前年の所得で審査）までとなりますが、今年度のみ平成
１７年４月～６月分（平成１５年所得で審査）についても申請することができます。 
　手続きに必要なものは、申請免除と同様です。 
 

学生納付特例制度の申請手続きを忘れていませんか？ 
　学生納付特例制度の希望者で平成１７年度の申請をまだ済ませていない場合は、年金手帳、印鑑（認め）と
学生証（コピー可）または在学証明書を持参し、年金係窓口手続きを行ってください。学生納付特例の承認
期間は４月から翌年３月までです。 
 

申請はお早めに！ 
　申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が受け取れない場合
がありますので、申請は早め（８月末まで）に行ってください。 
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五條市役所　☎②4001（代表） 



細菌をつけない 細菌をつけない 細菌をつけない 

第５５回社会を明るくする運動 
強調月間　７月１日～７月３１日 

高齢者の生きがいの充実や社会参加の促進を図る 

五條市シルバー人材センター 

社会福祉課福祉係（内線２９９） 

　シルバー人材センターとは、高齢者である会員にふさわしい地域に密着した臨時的かつ短期的またはその他の軽易な仕事を家庭、事
業所、公共団体等から請負または委任契約により有償で引き受け、これを会員に提供することにより、高齢者の生きがいの充実や社会
参加の促進を図ることを目的とする奈良県知事の許可を受けた公益法人です。 
 
「会員になって一緒に働いてみませんか」 
■次の方を対象としています 
　○原則６０歳以上の健康で働く意欲のある方 
　○シルバー人材センターの趣旨・目的に賛同した方 
　○入会説明会を受け、入会申込書を提出した方（毎月第１・第３水曜日午後１時３０分から保健福祉センターで説明会を開催） 
　○定められた年会費を納入した方 
 
「仕事の依頼待ってます」 
■主な仕事の例 
　　除草作業、庭木の手入れ、障子・ふすま・網戸張り替え、清掃作業等 
■利用方法 
　　お気軽にお電話でご相談・お申し込みください。なお内容により受注できない場合もあります。見積もりのうえ、センターと契約
　を結びますので、会員の就業等すべてセンターにお任せ頂きます。 
　※収益を目的としない公益的・公共的な団体ですので安心です。 
■申込・問合先 
　（社）五條市シルバー人材センター　野原西６丁目１－１８（カルム五條内）　℡②５５４１、FAX⑥２２２１ 
 
 
 
 
 
 
○重点目標　「地域活動の推進による少年の非行防止と更生の援助」 
　　標語・・・「ふれあいと　対話が築く　明るい社会」 
 
　“社会を明るくする運動”はすべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深
め、それぞれの立場において力を合わせ、犯罪や非行のない明るい社会を築こうとする全国的な運動です。 
　期間中は、広報車による市内巡回啓発、街頭啓発、「愛の善意」募金運動等の活動を行っています。 
○実施団体　“社会を明るくする運動”五條市実施委員会 
 
保護司による電話相談 
更生保護「ひまわりテレフォン相談」 
　犯罪や非行のない明るい町を築くため、犯罪や非行にいたった人々の社会復帰
を支援し、一人で悩む人や、家族を援助するための電話相談を行っています。 
　どんなささいな事でも結構です。一人で悩まないで、一度あなたもお電話くだ
さい 

保健福祉センター成人保健係（内線２９０） 

ひまわりテレフォン相談 
 
　　 　　℡０７４２－２０－６０００ 
　　　　　月曜日～土曜日（祝祭日を除く） 
　　　　　　　　午後１時～４時 

洗う 洗う 

包む 包む 

殺菌 殺菌 

あたためる程度の 
中途半端な過熱はダメ！ 

細菌をやっつける 細菌をやっつける 細菌をやっつける 
中心まで火を通す 中心まで火を通す 

細菌をふやさない 細菌をふやさない 細菌をふやさない 

早めに食べる 

ただし冷蔵庫は過信しない 冷蔵と冷凍 冷蔵と冷凍 

長くおかない 長くおかない 

食材・調理器具・手指 

ラップをかける 

ふたつき容器を利用する 

漂白剤につける・熱湯をかける 

食中毒から身をまもろう！ 
～O１５７を含む食中毒の予防～ 

　ＳＡＲＳなどの感染症を防ぐには、外出後などの石けん等に
よる手洗いやうがいを徹底すること、バランスの良い食事や十
分な睡眠で体力・抵抗力を維持することが大切です。 

感染症から身をまもろう！ 

　今年も、食中毒菌が活発に増え食中毒の発生が多発する季節
を迎えました。 
　よりいっそう食品の調理や取り扱いに気をつけ、おいしく安
全な食事を心がけましょう。 
 
　食中毒防止の基本３原則は、つけない・増やさない・やっつ
けるです。 

　手話や点字、
「障がい」者用
トイレなど「障
がい」者の人権
を確立するた
め、バリアフリ
ーの必要性が叫
ばれ、社会のい
ろんな場所がバ
リアフリーとな
りつつあります。公的な施設では車いす
用スロープや身体「障がい」者用トイレ
等の設置が義務づけられています。 
　バリアフリーの考え方は、「障がい」
を持った人や高齢者の生活から障碍（し
ょうがい）を取り除こう、バリアをなく
そうというものです。 
　この考え方を一歩進めたものがユニバ
ーサルという考え方です。「障がい」を
持った人だけではなく、＜すべての人の
ために＞という考えです。 
　ユニバーサルデザインはすべての人の
デザインを意味します。すべての人にと
って、できる限り利用可能であるように、
製品、建築、環境をデザインする発想で
す。 
　具体的には、「だれにでも公平に利用
できること」や「使い方が簡単ですぐわ
かること」、「無理な姿勢をとることな
く、少ない力でも楽に使用できること」
などがあげられます。 
　ＰＩＣシンボルという絵文字もユニバ
ーサルデザインの一つです。漫画では人
権のＰＩＣシンボルはてんいち先生にな
っていますが、あなたなら、人権が確か
められている状態をどのように表現しま
すか。 
■この記事に関する問合先 
　　　　　　　人権施策課（内線２８６） 

 

夏季博物館講座 
 ○第１回 
　■日　時　７月２４日(日)　午後２時～４時 
　■テーマ　「八角墳の出現と古墳の終末－栄山寺八角堂との関係－」 
　■講　師　今尾文昭先生(奈良県立橿原考古学研究所調査第一課総括研究員) 
○第２回 
　■日　時　８月７日(日)　午後２時～４時 
　■テーマ　「葛城修験の世界」 
　■講　師　奥田　昇先生(香芝市二上山博物館主査) 
○第３回 
　■日　時　８月２１日(日)　午後２時～４時 
　■テーマ　「近世大和の百姓一揆と村」 
　■講　師　西村幸信先生(柳沢文庫学芸員) 
○３回とも 
　■場　所　市立五條文化博物館１階研修室 
　■定　員　６０人(事前に申し込んでください) 
　■受講料　無料 
 
夏休み子ども講座 
 ○第１回 
　■日　時　７月２３日(土)午前９時３０分～１１時３０分 
　■テーマ　｢陶芸教室－古代人の器作り－｣Ａ班 
　■講　師　山田恭介先生 
○第２回 
　■日　時　７月２３日(土)午後１時３０分～３時３０分 
　■テーマ　｢陶芸教室－古代人の器作り－｣Ｂ班 
　■講　師　山田恭介先生 
○第３回 
　■日　時　８月６日(土) 午前９時３０分～１１時３０分 
　■テーマ　「指人形を作ってお話を楽しもう」 
　■講　師　絵本に親しむ会 
○第４回 
　■日　時　８月２７日(土) 午前９時３０分～１１時３０分 
　■テーマ　「自分だけのはんこを作ろう」 
　■講　師　山本添山先生 
○４回とも 
　■場　所　市立五條文化博物館へ集合(陶芸教室のみ、博物館から会場
　　　　　　となる講師の工房へ送迎します｡) 
　■対　象　市内の小学校４・５・６年生 
　■定　員　２０人(事前に申し込んでください) 
　■参加費　無料(ただし材料費５００円が必要です) 
　 
夏季企画展｢木村篤太郎と吉田　茂｣ 
 
　■主　催　市立五條文化博物館 
　■会　期　７月２３日(土)～９月４日(日) 
　■会　場　市立五條文化博物館３階特別展示室 
 
　■博物館夏休み企画への参加申込・問合先 
　　　　　　市立五條文化博物館　℡④２０１１ 
 
 
 
 　■日　時　７月３１日（日） 
　■主　催　市立五條文化博物館友の会 
　○映画会「ハリー・ポッターとアズカバンの囚人」 
　　　①午前９時２０分～１１時４０分 
　　　②正午～午後２時２０分 
　　　③午後２時３０分～４時 
　※映画を鑑賞するには整理券が必要です。整理券は博物館３階受付で当
　　日午前９時から先着順で配布します｡ 
　■問合先　市立五條文化博物館・博物館友の会事務局　℡④２０１１ 

す
べ
て
の
人
の
た
め
に

す
べ
て
の
人
の
た
め
に 

す
べ
て
の
人
の
た
め
に 

第５回博物館まつり 

五條バウム（市立五條文化博物館） 
夏 休 み 企 画  
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五條市役所　☎②4001（代表） 



 

ロッジ星のくに 

大塔村 

ご優待サービス券 

大塔ふる里センター 大塔ふる里センター 

この券1枚で５名様まで 

                    御利用いただけます。 

  夢乃湯（大人６００円／小人３００円）、森乃湯・星乃湯（大人５００円／小人３００円）から、
大人１００円／小人５０円を割り引きます。ロッジ星のくに宿泊料金は、一割引とします。           
  夏休み期間中は夢乃湯、森乃湯が毎日、星乃湯は土日祝にご利用いただけ、営業時間は夢乃湯 １１
時～２１時、森乃湯１３時～１７時、星乃湯１０時～１７時となっています。９月からは各施設水
曜日が休館となり、森乃湯、星乃湯は土日祝のみのご利用となります。 

 
●●割引料金・営業時間のご案内 

■問合先  
ふれあい交流館 「夢乃湯」 ℡０７４７３⑥００５８   
ロッジ星のくに  「星乃湯」 ℡０７４７３⑤０３２１  
赤谷オートキャンプ場「森乃湯」℡０７４７３⑥０２５２   
　　　　　　　　　　　財団法人大塔ふる里センター   

　
講
　
座 

■
日
時
　
８
月
３
日
（
水
）
午
前
９

時
３０
分
〜
午
後
３
時
３０
分 

■
場
所
　
カ
ル
ム
五
條
（
調
理
実
習

室
） 

■
対
象
者
　
五
條
市
に
在
住
の
子
ど

も
と
保
護
者
（
た
だ
し
小
学
４
年
生

以
上
は
１
人
で
も
参
加
で
き
ま
す
） 

■
定
員
　
３０
人 

■
指
導
者
　
五
條
市
食
生
活
改
善
推

進
員 

■
参
加
費
　
大
人
５
０
０
円
、
子
ど

も
３
０
０
円
（
食
材
料
お
よ
び
ク
ラ

フ
ト
材
料
費
） 

■
持
ち
物
　
エ
プ
ロ
ン
・
三
角
き
ん

（
髪
を
覆
う
も
の
） 

■
申
込
締
切
　
７
月
２９
日
（
金
） 

■
申
込
・
問
合
先
　
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
成
人
保
健
係
（
内
線
２
９
０
） 

 

　
親
子
ふ
れ
あ
い
広
場
　
　

　
　
　
　
　
　
（
料
理
教
室
） 

  

親
子
で
力
を
合
わ
せ
て
料
理
に
挑
戦

し
て
み
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
８
月
２７
日
（
土
）
午
前
１０

時
〜
正
午 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
定
員
　
２４
人
（
市
内
に
在
住
の
小

学
生
お
よ
び
中
学
生
と
そ
の
保
護
者
） 

■
テ
ー
マ
　
ら
く
ら
く
ヨ
ー
グ
ル
ト

メ
ニ
ュ
ー
（
な
す
の
ド
ラ
イ
カ
レ
ー
、

キ
ャ
ロ
ッ
ト
の
マ
リ
ネ
風
サ
ラ
ダ
、

か
ぼ
ち
ゃ
と
木
の
実
の
カ
ッ
プ
ケ
ー

キ
） 

■
指
導
者
　
足
立
敦
子
先
生
（
「
水

野
真
紀
の
魔
法
の
レ
ス
ト
ラ
ン
」
フ

ー
ド
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
） 

■
参
加
費
　
一
組
　
８
０
０
円
（
材

料
費
５
０
０
円
＋
利
用
団
体
連
絡
協

議
会
費
３
０
０
円
）
た
だ
し
、
子
ど 

■
テ
ー
マ
　
季
節
の
ち
ぎ
り
絵
「
夏

の
湖
（
い
ず
み
）｣ 

■
指
導
者
　
稲
葉
孝
子
先
生
（
し
ゅ

ん
こ
う
ち
ぎ
り
絵
講
師
）
　
　
　
　

■
参
加
費
　
１
，
４
５
０
円
（
材
料

費
１
，
１
５
０
円
、
利
用
団
体
連
絡

協
議
会
費
３
０
０
円
） 

■
持
ち
物
　
工
作
の
り
・
は
さ
み
・

鉛
筆
・
筆
（
小
）
・
ピ
ン
セ
ッ
ト
・

鉄
筆
（
イ
ン
ク
の
出
な
い
ボ
ー
ル
ペ

ン
）
・
お
し
ぼ
り
・
ゴ
ミ
袋 

■
申
込
方
法
　
７
月
２０
日
（
水
）
ま

で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央
公
民
館

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

■
そ
の
他
　
託
児
有
り
（
２
歳
以
上

就
学
前
の
幼
児
・
要
予
約
・
無
料
） 

■
申
込
・
問
合
先
　
中
央
公
民
館
　

℡
④
２
０
０
１ 

 

介
護
教
室 

 

■
日
時
　
７
月
２９
日
（
金
）
午
後
２

時
〜
４
時 

■
場
所
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
新
町
３

丁
目
） 

■
定
員
　
２０
人 

■
内
容
　
シ
ー
ツ
交
換
の
方
法
、
衣

類
着
脱
の
介
助
方
法 

■
費
用
　
無
料 

■
申
込
締
切
　
７
月
２８
日(

木)

（
受

付
は
土
日
を
除
く
午
前
９
時
〜
午
後

５
時
） 

■
持
ち
物
　
筆
記
用
具 

■
そ
の
他
　
当
日
は
動
き
や
す
い
服

装
で
参
加
し
て
く
だ
さ
い 

■
申
込
・
問
合
先
　
五
條
市
基
幹
型

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
　
新
町
３

丁
目
３
｜
２
　
℡
⑥
１
１
６
６ 

 

親
と
子
の
す
こ
や
か
料
理
教
室 

日
（
火
）
〜
２６
日
（
金
）
（
３
〜
４

人
）
●
ま
き
の
苑
＝
７
月
２７
日
（
水
）

〜
２９
日
（
金
）
（
３
人
）
、
８
月
１５

日
（
月
）
〜
１７
日
（
水
）
（
３
人
）

●
花
咲
寮
＝
８
月
１７
日
（
水
）
〜
１９

日
（
金
）
（
２
人
）
●
友
語
苑
＝
７

月
２８
日
（
木
）
〜
３０
日
（
土
）
（
２

人
）
、
８
月
２９
日
（
月
）
〜
３１
日
（
水
）

（
２
人
）
●
つ
わ
ぶ
き
苑
＝
７
月
２７

日
（
水
）
〜
３０
日
（
土
）
（
２
人
）

●
仁
優
園
＝
８
月
８
日
（
月
）
〜
１０

日
（
水
）
（
２
人
）
、
８
月
２２
日
（
月
）

〜
２４
日
（
水
）
（
２
人
）
●
ロ
ー
ズ

＝
７
月
３０
日
（
土
）
（
１０
人
）
●
五

條
市
社
会
福
祉
協
議
会
障
害
者
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
＝
８
月
８
日
（
月
）
（
３

人
）
、
８
月
９
日
（
火
）
（
３
人
）
、

８
月
１０
日
（
水
）
（
３
人
）
、
８
月

１１
日
（
木
）
（
３
人
）
●
配
食
サ
ー

ビ
ス
（
福
祉
セ
ン
タ
ー
）
＝
８
月
９

日
（
火
）
（
２
人
）
、
８
月
２３
日
（
火
）

（
２
人
）
●
子
育
て
サ
ロ
ン
＝
８
月

１７
日
（
水
）
（
５
人
） 

■
申
込
方
法
　
７
月
２０
日
（
水
）
ま

で
に
電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い 

■
申
込
・
問
合
先
　
五
條
市
社
会
福

祉
協
議
会
　
℡
④
４
１
５
２ 

    

ち
ぎ
り
絵
講
座 

  

季
節
の
花
や
風
物
詩
を
ち
ぎ
り
絵
で

表
現
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
　 

■
日
時
　
７
月
２８
日
（
木
）
午
前
９

時
３０
分
〜
正
午 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
定
員
　
１５
人
（
五
條
市
に
在
住
ま

た
は
勤
務
の
成
人
男
女
） 

大塔村  大塔村へどうぞお越しください 
                                                            合併により五條市となる大塔村には、大 
                                                         塔温泉「夢乃湯」（ふれあい交流館）をは 
                                                      じめ赤谷オートキャンプ場に「森乃湯」、ロ 
ッジ星のくにには「星乃湯」と、３か所の温泉浴場があります。大塔村で
は夏休みに入る７月２１日木曜日から合併までの期間を、五條市民、西吉
野村民の皆さまの「ご優待サービス期間」として、温泉入湯とロッジ星の
くにの宿泊に割引料金を適用させていただきます。   
   なお、ご利用の折には「ご優待サービス券」を切り取ってお持ちいただ
くか、免許証等ご住所が確認できるものをご持参ください。皆さまのお越
しをお待ちいたしております。 

 

ふ
れ
あ
い
交
流
館
（
夢
乃
湯
） 

ロッジ星のくに 

7 月 

　
募
　
集 

 

お
は
よ
う
サ
イ
ク
リ
ン
グ 

 

　
家
族
一
緒
に
早
朝
サ
イ
ク
リ
ン
グ

を
楽
し
み
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
７
月
２３
日
（
土
）
・
２４
日

（
日
）
午
前
５
時
３０
分
集
合
、
約
１

時
間
３０
分
（
小
雨
中
止
） 

■
コ
ー
ス
　
中
央
公
民
館
前
〜
中
之

今
井
線
〜
栄
和
電
器
前
〜
五
條
東
中

学
校
前
〜
栄
山
寺
（
市
駐
車
場
）
ま

で
の
往
復
約
９
キ
ロ
メ
ー
ト
ル 

■
定
員
　
先
着
５０
人
（
た
だ
し
、
小

学
校
３
年
生
以
下
は
保
護
者
同
伴
）

※
参
加
人
数
が
１０
人
未
満
の
場
合
は

中
止
し
ま
す
。 

■
申
込
方
法
　
７
月
１７
日
（
日
）
ま

で
に
中
央
公
民
館
へ
参
加
費
１
０
０

円
（
傷
害
保
険
代
）
を
添
え
て
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。 

■
そ
の
他
　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
タ
ー
も
募
集
し
て
い
ま
す
。 

■
申
込
・
問
合
先
　
中
央
公
民
館
　

℡
④
２
０
０
１
　 

　 夏
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
体
験
！ 

〜
な
ら
ふ
れ
あ
い
体
験
２
０
０
５
〜 

 
　
夏
休
み
期
間
を
利
用
し
て
、
市
内

の
福
祉
施
設
や
地
域
活
動
で
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
体
験
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

高
校
生
以
上
で
福
祉
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
に
興
味
の
あ
る
人
な
ら
ど
な
た
で

も
参
加
で
き
ま
す
。 

　
よ
り
有
意
義
な
活
動
す
る
た
め
、

事
前
・
事
後
の
学
習
会
も
予
定
し
て

い
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
参
加
し
て

く
だ
さ
い
。 

■
場
所
・
期
間
・
定
員 

 

●
祥
水
園
＝
８
月
９
日
（
火
）
〜
１２

日
（
金
）
（
３
〜
４
人
）
、
８
月
２３
 

■
そ
の
他
　
す
べ
て
の
講
義
・
実
習

を
終
了
し
な
い
と
資
格
は
取
得
で
き

ま
せ
ん
。
講
習
修
了
者
に
は
、
終
了

証
明
書
を
交
付
し
ま
す
。 

■
申
込
・
問
合
先
　
在
宅
介
護
支
援

セ
ン
タ
ー
　
新
町
３
丁
目
３
番
２
号

（
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
　
℡
⑥
１
１

６
６ 

 

五
條
市
高
齢
者 

    

　
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
事
業

「
お
た
っ
し
ゃ
塾
」の
参
加
者
募
集 

 

　
高
齢
者
筋
力
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
「
お

た
っ
し
ゃ
塾
」
の
第
４
期
生
を
募
集

し
ま
す
。 

　
こ
の
塾
は
、
高
齢
者
が
要
介
護
状

態
に
な
る
の
を
予
防
し
、
足
腰
や
背

中
に
筋
力
を
つ
け
元
気
に
在
宅
生
活

を
送
れ
る
こ
と
を
目
的
に
事
業
を
す

す
め
て
い
ま
す
。 

■
日
時
　
９
月
６
日(
火)

午
前
１０
時

〜
１１
時
３０
分
（
以
後
毎
週
火
曜
日
と

土
曜
日
の
週
２
回
全
２８
回
＝
約
３
か

月
） 

■
場
所
　
五
條
市
ふ
れ
あ
い
交
流
セ

ン
タ
ー 

■
対
象
者
　
市
内
に
在
住
で
６０
歳
以

上
の
人
お
よ
び
要
介
護
１
ま
た
は
２

の
人
。 

■
募
集
人
数
　
８
人
（
申
し
込
み
多

数
の
場
合
は
抽
選
） 

■
参
加
費
　
無
料
（
た
だ
し
、
傷
害

保
険
加
入
料
と
主
治
医
の
証
明
書
代

は
個
人
負
担
と
な
り
ま
す
。
約
２
，

５
０
０
円
） 

■
申
込
方
法
　
８
月
２
日(

火)

ま
で
に
、

高
齢
対
策
係
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ

い
。 

■
申
込
・
問
合
先
　
社
会
福
祉
課
高

齢
対
策
係
（
内
線
２
９
２
） 

    
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
（
２
級
）

養
成
研
修
の
受
講
生
募
集 

 

　
高
齢
者
の
増
大
か
つ
多
様
化
す
る

ニ
ー
ズ
に
対
応
し
た
適
切
な
訪
問
介

護
員
の
養
成
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

研
修
を
実
施
し
ま
す
。 

■
日
時
　
８
月
２２
日
（
月
）
か
ら
平 

 
 

成
１８
年
１
月
末
ま
で 

■
場
所
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
お
よ
び
五

條
市
内
の
各
施
設 

■
対
象
者
　
五
條
市
に
住
所
を
有
し
、

市
内
の
訪
問
介
護
事
業
に
従
事
す
る

こ
と
を
希
望
す
る
者
。
市
内
の
訪
問

介
護
事
業
所
で
事
業
に
従
事
し
て
い

る
者
、
ま
た
は
そ
の
見
込
み
の
者
。

た
だ
し
、
募
集
人
員
に
満
た
な
い
場

合
は
、
奈
良
県
に
住
所
を
有
す
る
者

と
す
る
。
年
齢
に
つ
い
て
は
５５
歳
ま

で
と
す
る
。 

■
定
員
　
２５
人 

（
応
募
者
が
募
集
人

数
を
超
え
た
場
合
は
、
厳
選
な
選
考

を
行
い
受
講
者
を
決
定
し
ま
す
。
受

講
決
定
者
に
は
８
月
上
旬
に
本
人
に

通
知
し
ま
す
。
） 

■
内
容
　
訪
問
介
護
事
業
従
事
者
の

基
本
研
修
で
、
講
義
お
よ
び
実
習
を

含
む
１３２
時
間
の
研
修
。 

■
費
用
　
受
講
料
　
６
，
８
０
０
円

（
昼
食
代
、
交
通
費
等
は
自
己
負
担

に
な
り
ま
す
。
） 

■
募
集
期
間
　
７
月
１１
日
（
月
）
〜

２２
日
（
金
） 

■
申
込
方
法
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
窓

口
に
備
え
付
け
の
申
込
用
紙
で
申
し

込
ん
で
く
だ
さ
い
。
（
印
鑑
が
必
要

で
す
。
） 

地域一体となった自然体験の場づくり 『吉野川マナーアップキャンペーン』 
を実施します 

 

大塔村 大塔村で夏山登山を楽しもう！ 
　昨夏「紀伊山地の霊場と参詣道」が世界遺産に登録され、大塔村の東部
大峯山脈を通る「大峯奥駈道」がこれに含まれました。大塔村では、世界
遺産を見渡すさわやかな夏山の魅力を五條市民、西吉野村民の皆さんにも
知っていただこうと、二つのコースで夏山登山を企画しました。 
  ◆Ａコース［七面山、あけぼの平コース］（健脚向き）３０人募集 
　清流舟ノ川奥地から七面山登山道を経て大峯山脈の側稜「七面山西峰」
に登り、さらに名峰釈迦ガ岳や七面山南の大岩壁の眺望が楽しめる「あけ
ぼの平」を目指します。    ◆Ｂコース［高野辻ビューポイント、宮の滝コース］ 
 
　世界遺産の山並みを一望できる高野辻ビューポイントまで登り、花火師
鍵屋弥兵衛のふる里篠原へと下ります。那智の滝とは夫婦滝と言われる「宮
の滝」や清流「舟ノ川」の渓谷美も楽しめます。 
林道主体のコースで小学生より参加を受け付けますが、小中学生には保護者の同伴が必要です。 
■日時  ８月６日（土）Ａコースは午前６時３０分、Ｂコースは午前７時３０分にそ
れぞれ大塔村役場前に集合 
■参加費  大人１，０００円、小・中学生５００円（保険、記念品、温泉入湯券を含
みます。）お弁当、飲み物等は持参してください。 
■申込方法  ７月２２日（金）までに、はがきまたはＦＡＸで参加コース、参加人
数、氏名、住所、年齢、電話番号、を記入して申し込んでください。 
■申込・問合先  大塔村教育委員会  〒６３７－０４０８  大塔村辻堂４１  
    ℡０７４７３⑥０３１７  FAX０７４７３⑥０３１９ 

 

 
（小学生以上一般向き） 

１００人募集 

20

7
月
の
お
し
ら
せ 

7月 五條市役所　@B4001 （代表） 

高野辻 

宮の滝 



市
民
の
善
意 

館
で
練
習
し
て
い
ま
す
。
童
謡
・
唱

歌
・
世
界
の
歌
等
を
ピ
ア
ノ
伴
奏
に

合
わ
せ
て
歌
い
ま
せ
ん
か
。  

○
体
験
入
団 

■
日
時
　
７
月
１７
日
（
日
）
午
後
１

時
３０
分
か
ら 

■
場
所
　
中
央
公
民
館 

■
問
合
先
　
五
條
混
声
合
唱
団
　
℡

０
７
３
６
¦
３
２
¦
５
４
４
７
（
西

尾
）
、
℡
⑤
０
９
９
５
（
三
木
） 

　
中
央
公
民
館
　
℡
④
２
０
０
１
　

休
館
日
：
火
曜
日
、
祝
日 

          

市
民
の
善
意 

  

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

　
　
　
　
　
　
　
（
敬
称
略
） 

 

《
善
意
銀
行
》 

 

高
野
山
真
言
宗
内
吉
野
寺
族
婦
人
会 

 

二
見
地
区
婦
人
会 

 

山
田
恭
三
（
霊
安
寺
町
） 

 

退
職
女
教
師
の
会
五
條
支
部
ひ
ま
わ

り
会
代
表
土
井
一
世 

 

五
條
市
職
員
組
合 

      

奈
良
労
働
局
か
ら 

 

建
築
物
所
有
者
・
管
理
者 

       

お
よ
び
解
体
業
者
の 

                      

皆
さ
ん
へ 

 

「
石
綿
障
害
予
防
規
則
」
が
７
月
１

日
か
ら
施
行
さ
れ
ま
し
た
。 

　
石
綿
は
、
１
９
７
０
年
か
ら
１
９

９
０
年
に
か
け
て
大
量
に
輸
入
さ
れ
、

そ
の
多
く
は
建
材
と
し
て
建
築
物
に

使
用
さ
れ
ま
し
た
が
、
今
後
こ
れ
ら

の
建
築
物
の
老
朽
化
に
よ
る
解
体
工

事
の
増
加
に
伴
い
解
体
工
事
従
事
労

働
者
の
石
綿
に
よ
る
健
康
障
害
の
発

生
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。 

　
石
綿
含
有
製
品
の
う
ち
建
材
、
摩

擦
材
お
よ
び
接
着
剤
に
つ
い
て
は
、

既
に
製
造
、
使
用
等
が
禁
止
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
さ
ら
に
、
建
築
物
の
解

体
等
の
作
業
に
お
け
る
ば
く
露
防
止

対
策
等
の
充
実
を
図
る
た
め
、
厚
生

労
働
省
で
は
、
「
石
綿
障
害
予
防
規

則
」
を
制
定
し
、
７
月
１
日
か
ら
施

行
さ
れ
ま
し
た
。 

　
詳
し
く
は
、
最
寄
り
の
労
働
局
ま

た
は
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。 

■
問
合
先
　
奈
良
労
働
局
労
働
安
全

衛
生
課
　
℡
０
７
４
２
¦
３
２
¦
０

２
０
５ 

　
大
淀
労
働
基
準
監
督
署
　
℡
０
７

４
７
¦
５
２
¦
０
２
６
１
　 

        

五
條
混
声
合
唱
団 

  

五
條
混
声
合
唱
団
は
毎
週
木
曜
日
、

午
後
７
時
か
ら
９
時
ま
で
中
央
公
民 

丁
目
） 

■
相
談
料
　
無
料 

■
申
込
方
法
　
相
談
を
希
望
す
る
場

合
は
、
電
話
で
予
約
を
し
て
く
だ
さ

い ■
申
込
・
問
合
先
　
五
條
市
基
幹
型

在
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
　
℡
⑥
１

１
６
６ 

 

大
淀
養
護
学
校 

 

五
條
・
西
吉
野
地
域
別 

                      

懇
談
会 

  

よ
り
一
層
地
域
の
方
々
と
の
連
携
の

も
と
本
校
関
係
者
を
含
め
た
五
條
・

西
吉
野
在
住
の
障
害
者
の
生
活
を
考

え
る
た
め
に
懇
談
会
を
開
催
し
ま
す
。 

■
日
時
　
７
月
１５
日
（
金
）
午
前
１０

時
〜
正
午 

■
場
所
　
カ
ル
ム
五
條 

■
テ
ー
マ
　
放
課
後
支
援
の
実
態
と

合
併
後
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て 

■
申
込
・
問
合
先
　
大
淀
養
護
学
校

　
℡
０
７
４
７
¦
５
２
¦
７
６
５
５ 

    

自
衛
隊
募
集
説
明
会 

 

■
日
時
　
７
月
２８
日
（
木
）
・
２９
日

（
金
）
午
前
１０
時
〜
午
後
４
時 

■
場
所
　
五
條
市
自
治
会
館
（
市
役

所
西
側
）
（
他
の
会
場
に
つ
い
て
は
、

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
） 

■
問
合
先
　
自
衛
隊
五
條
募
集
事
務

所
　
今
井
５
丁
目
１
　
１２
（
サ
ン
タ

ウ
ン
２
階
）
　
℡
②
３
７
８
９ 

 

中央公民館サークル活動 
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かわっ子まつり 
　みんなが川とふれあい、楽しく遊び、吉野川にもっと関心を持ってほ

しい！そして、吉野川にきれいな流れを取り戻し、川を主役とした元気

なまちづくりをするために今年も吉野川フェスタを行います。 

　川と親しむ楽しい催しのほか、河原ではバーベキューなども自由にで

きますので、ご家族そろって楽しい１日を過ごしてね！ 

◆吉野川手づくり筏下りコンテスト 
 
  ◆カヌー体験教室 
 
    ◆魚のつかみ取り 
 
     ◆模擬店など 

（アユ、ニジマス、うなぎ等） 

（参加申し込み受付は終了しています） 

（こどもの部、一般の部） 

◇ 都合によりイベントの内容を変更する場合があります。 

■主　催　吉野川活性化プロジェクト  
■協　賛 
　五條市・五條市教育委員会・五條市観光協会 

　五條市商工会・五條市自治連合会 

　五條市漁業組合・奈良県漁業協同組合連合会 

　奈良県漁業協同組合連合会・（株）モンベル 
■問合先　五條市役所　農林商工観光課 

　　　　　�TEL②4001　内線210・350

いかだくだ 

吉野川 

フェスタ 
2005

 

場　所 

大川橋下流 

左岸 
（野原側） 

参加 

無料!!日　時 
7月18日(月) 
 午前9時～午後３時 
少雨決行 
 (         )18日が中止の場合は

７月24日（日）に延期 

　道路は、私たちの毎日の生活を支える欠く
ことのできない基本的な社会資本ですが、あ
まりにも身近な存在であるため、その重要性
が見過ごされがちです。 
　８月１０日の「道の日」を契機にもう一度
見直してみませんか。 

8月10日は「道の日」 

7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 月 

水辺の楽校 
 

水辺の楽校 
 ワークショップ ワークショップ 

地域一体となった自然体験の場づくり 

きれいな川をいつまでも

■日時　７月３０日（土）（予備日＝８月６日（土）） 
■場所　吉野川河川敷（野原側） 
■対象者　市内の小学生 
■内容　吉野川の河川敷（野原側）で、飯ごう炊さん、魚や虫さがし
など 
■申込方法　各小学校で配布済みの申込用紙を参照してください。 
■その他　開催前日のつけ針の参加者（対象＝小学４～６年生）、
当日水辺の楽校ワークショップを手伝っていただける川遊びの得意
な成人の方も併せて募集しています。詳しくは事務局まで問い合わ
せてください。 
■問合先　水辺の楽校ワーキンググループ事務局（公園緑地課内）（内
線４０２、４０３） 

 

『吉野川マナーアップキャンペーン』 
を実施します 

　生活用水や農業用水として、五條市民また、奈良県
民の生活に多くの恵みを与えてくれる吉野川。この吉
野川の自然や清流を守ろうと、夏休み期間中の７月２１
日～８月３１日までの間、行楽客などにゴミの持ち帰
りなどのマナー向上を呼びかけます。８月７日には、
奈良県・流域８市町村、ボランティア団体が一斉にキ
ャンペーンを実施します。当日、キャンペーン隊が吉
野川の河原やキャンプ場などでゴミ袋を配布し、ゴミ
の回収作業をしながら啓発活動を行いますので多数ご
参加ください。 

　日時 
　８月７日（日） 
　　午前１０時３０分 
　　　　　～正午 

■集合場所　大川橋南詰河川敷（野原側） 
　　　■キャンペーンルート 
　　　　大川橋南詰河川敷（野原側）～ 
　　　　　　大川橋北詰河川敷（五條側） 
　　　　 　　　■問合先　生活環境課 
　　　　　　　　　　　（内線３８８） 

ゴミのポイすてはやめましょうゴミのポイすてはやめましょう ゴミのポイすてはやめましょうゴミのポイすてはやめましょう ゴミのポイすてはやめましょうゴミのポイすてはやめましょう ゴミのポイすてはやめましょう 

　
試
　
験 

も
が
一
人
増
え
る
ご
と
に
２
５
０
円

追
加 

■
持
ち
物
　
エ
プ
ロ
ン
、
タ
オ
ル
、

三
角
き
ん
、
筆
記
用
具 

■
申
込
方
法
　
７
月
３１
日
（
日
）
ま

で
に
参
加
費
を
添
え
て
中
央
公
民
館

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、

定
員
に
な
り
次
第
し
め
き
り
ま
す
。 

■
申
込
・
問
合
先
　
中
央
公
民
館
　

℡
④
２
０
０
１ 

 

五
條
高
等
学
校 

　
　
　
「
ま
な
び
ー
ス
ク
ー
ル
」 

  

五
條
高
等
学
校
で
は
、
県
立
学
校
の

開
放
事
業
と
し
て
、
地
域
の
方
々
を

対
象
に
、
「
ま
な
び
ー
ス
ク
ー
ル
」

を
次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。 

■
日
時
　
８
月
２２
日
（
月
）
〜
８
月

２６
日
（
金
）
（
５
日
間
）
午
前
９
時

〜
正
午 

■
場
所
　
五
條
高
等
学
校
美
術
教
室 

■
対
象
　
社
会
人
一
般
（
高
校
生
以

上
） 

■
募
集
定
員
　
１０
人
程
度
（
先
着
順
） 

■
内
容
　
油
彩
画
入
門
講
座 

■
参
加
費
用
　
１
，
０
０
０
円
（
材

料
費
） 

■
申
込
期
間 

 

７
月
２０
日
（
水
）
ま

で
（
７
月
２０
日
の
消
印
有
効
） 

■
申
込
方
法
　
往
復
は
が
き
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
必
要
事
項
）
〔
往
信
用
〕
表
面
＝

〒
６
３
７
¦
０
０
９
２
・
五
條
市
岡

町
１
４
２
８
・
五
條
高
等
学
校
全
日

制
ま
な
び
ー
ス
ク
ー
ル
係
、
裏
面
＝

講
座
名
（
油
彩
画
入
門
講
座
）
、
受

講
者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
・

電
話
番
号
、
〔
返
信
用
〕
表
面
＝
受

講
者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名
、

裏
面
＝
何
も
記
入
し
な
い
で
く
だ
さ

い
。 

■
問
合
先
　
五
條
高
等
学
校
全
日
制

（
藤
井
）
　
℡
②
４
１
１
６ 

     

五
條
バ
ウ
ム
学
芸
員
ト
ー
ク  

  

休
日
の
ひ
と
と
き
、
歴
史
の
好
き
な

人
同
士
で
歴
史
や
文
化
財
の
こ
と
を

語
り
合
い
ま
せ
ん
か
。 

■
日
時
　
７
月
３１
日(

日)

午
前
１０
時

か
ら 

■
場
所
　
五
條
文
化
博
物
館
別
館 

■
定
員
　
２０
人(

先
着
順) 

■
今
月
の
話
題
提
供
者
　
石
部
正
志

(

博
物
館
館
長) 

■
参
加
費
　
お
茶
菓
子
代
と
し
て
２

０
０
円 

■
申
込
・
問
合
先
　
五
條
文
化
博
物

館
　
℡
④
２
０
１
１ 

 

大
正
琴
五
條
教
室
発
表
会 

  

公
民
館
で
大
正
琴
を
学
び
練
習
し
て

い
る
人
々
の
発
表
会
を
開
催
し
ま
す
。 

■
日
時
　
７
月
３１
日
（
日
）
正
午
開

場
、
午
後
１２
時
３０
分
開
演 

■
場
所
　
市
民
会
館
大
ホ
ー
ル 

■
入
場
料
　
無
料
　 

■
問
合
先
　
中
央
公
民
館
　
℡
④
２

０
０
１ 

       
  

危
険
物
取
扱
者
試
験 

 

■
試
験
日
　
８
月
２１
日
（
日
） 

■
場
所
　
天
理
教
お
や
さ
と
や
か
た

東
右
第
４
棟
（
天
理
市
布
留
町
） 

■
試
験
区
分
　
甲
・
乙
・
丙
種 

■
願
書
受
付
期
間
　
７
月
１１
日
（
月
）

〜
１３
日
（
水
） 

■
そ
の
他
　
受
験
願
書
等
は
、
五
條

市
消
防
本
部
に
あ
り
ま
す
。 

■
問
合
先
　
五
條
市
消
防
本
部
　
予

防
課
　
℡
②
３
３
１
０ 

      

訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス 

  

自
宅
で
理
美
容
サ
ー
ビ
ス
が
必
要
な

人
に
対
し
、
訪
問
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

を
行
っ
て
い
ま
す
。 

■
対
象
　
要
介
護
４
ま
た
は
５
の
高

齢
者
で
、
一
般
の
理
美
容
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
な
人 

■
内
容
　
市
内
の
理
容
院
ま
た
は
美

容
院
の
担
当
者
が
対
象
者
宅
を
訪
問

し
、
頭
髪
の
刈
り
込
み
お
よ
び
顔
そ

り
を
行
い
ま
す
。 

■
利
用
料
　
サ
ー
ビ
ス
に
係
る
理
美

容
師
の
出
張
費
は
市
が
助
成
し
ま
す

が
、
技
術
料
（
２
，
５
０
０
円
程
度
）

に
つ
い
て
は
実
費
負
担 

■
利
用
回
数
　
１
人
に
つ
き
年
２
回

以
内 

■
申
込
・
問
合
先
　
社
会
福
祉
課
高

齢
対
策
係
（
内
線
２
９
２
） 

 

老
年
精
神
医
学
の 

                

専
門
家
が
答
え
る 

    

も
の
わ
す
れ
相
談 

 

■
日
時
　
７
月
２６
日
（
火
）
午
前
１０

時
〜
正
午 

■
場
所
　
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
新
町
３

　
催
　
し 

 

 

お
知
ら
せ 

 

22

7
月
の
お
し
ら
せ 

7月 五條市役所　@B4001 （代表） 



こ の ま ち 大 好 き

ヤングリポートでは登場してくれる方を募集します。 
�申込・問合先　秘書課広報係（内線351） 

　今回のヤングリポートは、吉田　朋子（よしだ　ともこ）さんにインタビュー
しました。吉田さんは社会人２年目の２３歳です。 
 
　★五條の好きなところは？ 
　　親しみやすく、思いやりのある人が多い　
　　ところ。 
　★将来のまちづくりに望むことは？ 
　　お年寄りも、若い人も過ごしやすい 
      まちにしてほしい。 
　★趣味は？ 
　　友達とワイワイ騒ぐこと。 
 
　★好きなタレントは？ 
　　特にいてません。 
　 
　★理想の人は？ 
　　頼りになる人。 

元
気
で
や
さ
し
く
、 

　
笑
顔
の
ス
テ
キ
な
子
に
な
っ
て
ね
！ 

大
石
　
真
菜
（
ま
な
）
ち
ゃ
ん
　
（
１
歳
） 

 

　
大
石
　
良
則
さ
ん
・
佳
子
さ
ん
の
長
女 

　
　
　
　
　
　
　
　
　 

こ
れ
か
ら
も
３
人
仲
良
く
ね
！ 

　
　
　
　 

石
本
　
涼
（
り
ょ
う
）
ち
ゃ
ん
（
６
歳
） 

石
本
　
翔
大
（
し
ょ
う
た
）
ち
ゃ
ん
（
５
歳
） 

石
本
　
楓
華
（
ふ
う
か
）
ち
ゃ
ん
（
２
歳
） 

　
石
本
　
考
史
さ
ん
・
淑
子
さ
ん
の
長
男
・
二
男
・
長
女 

                                              

（
霊
安
寺
町
）   
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■発行　五條市 
■編集　市長公室秘書課 
〒637-8501 
五條市本町１丁目１番１号
☎②4001 
ホームページ 
http://www.city.gojo.nara.jp/ 
電子メール gojo@city.gojo.nara.jp

世帯数 
人口 
男 
女 

12,123世帯 
34,385　人 
16,531　人 
17,854　人 

－平成１７年5月３1日現在－ 

市のうごき 

ごよみ 

（　）内の数字は前月比 

（＋  40） 
（－  64） 
（－  33） 
（－  31） 

 

◆この広報紙は再生紙を利用しています。◆ 

人権を確かめあう日 

各種年金相談 

交通事故相談 

第34回差別をなくす市民集会 

吉野川フェスタ2005かわっ子まつり 

上野公園市民プールオープン 

吉野川マナ－アップキャンペーン 

税の無料相談 




